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政策過程の定性的分析における 

「拒否権プレイヤー論」の適用事例の検討 

―先行研究のレビューを通して― 

 

中村 恵佑 

 
A Critical Review of the Use of the Veto Players Theory in Qualitative Analyses of Policy Process 

 
Keisuke NAKAMURA  

 
“Veto Players Theory”(Tsebelis, 2002) has been employed to qualitatively analyze the process of policy making. 

However, these qualitative analyses have not been accumulated sufficiently comparing to those of quantitative studies, though the 
use of Veto Players Theory in qualitative analyses could be an essential factor for the clarification of policy changes and policy 
stability. The purpose of this paper is to critically review these previous studies focusing on the use of Veto Players Theory and to 
point out the issues of the theory’s empirical application. 

The review highlights the need for the following items: ( I ) the accurate and objective descriptions of the ideology 
and cohesion that a veto player possesses ( II ) the clear definition of a veto player ( III ) the incorporation of veto players’ agenda 
building and its setting process, and ( IV ) more detailed analyses and discussions on the reasons for the changes of the indifference 
curves which represent veto players’ ideologies. 
.
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本稿の背景と目的

 
Tsebelis (2002=2009) が提唱した「拒否権プレイヤ

ー論」は、政治学を中心として、政策転換や政策安定

性の理由を説明する分析枠組みとして多用されてき

た。「拒否権プレイヤー」とは、政策を変更するため

に同意が必要なアクターであり、このアクターの動

向によって政策安定性が左右されることを数理モデ

ルに基づき示す理論枠組みが、拒否権プレイヤー論

である。 
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この拒否権プレイヤー論の強みとして、例えば寺

迫は、「民主主義体制と非民主主義体制、大統領制と

議院内閣制、連邦制国家や単一国家などの違いを個

別に分析する細分化した多様な学説を踏まえ、これ

らに対して、全てを包括的に単一の『ものさし』（筆

者注 : 『拒否権プレイヤー』）で比べることができる」

（寺迫 2012 p.81）と指摘している。こうした利点

があることから、主に比較政治制度論において、統計

等の分析手法を駆使した実証研究で用いられること

が多い。例えば、西欧 16 カ国の重要立法に関するデ

ータを分析し、拒否権プレイヤー論から導出される

様々な予測を検証する等したTsebelis (2002=2009) の
一連の研究を始め、拒否権プレイヤーの数が先進国

の公的医療努力の削減スピードを説明する重要な要

因であることを解明した井戸（2004）、拒否権プレイ

ヤー間の選好（イデオロギー）の距離の増大により、

脱工業化社会における「新しい社会的リスク」に対処

する政策（保育、介護、積極的労働市場政策等）への

支出の伸びが抑制されることを実証した稗田（2010）
等、多数存在する 1。これらの研究の多くでは、拒否

権プレイヤーの数や選好の距離を分析可能な変数に

操作化し、理論から導かれる予測や、拒否権プレイヤ

ーと政策結果の因果関係等を実証する分析が行われ

ている。 
こうした拒否権プレイヤー論に関する定量的分析

が盛んに行われる一方、定性的分析 2においてこの理

論が適用される場合もある。それは、主に政策帰結の

メカニズムを定性的に分析する「政策過程分析 3」で

ある。例えば、政策形成・決定過程や政策実施過程を

文献・資料調査やインタビュー調査等に基づき追跡

し、例えば、なぜある政策が転換されたのか（あるい

は、転換されず安定的な政策となったのか）といった、

因果関係を特定するための方法が主に挙げられる 4。

この際に、次章で説明する拒否権プレイヤー論から

導かれる政策安定、または、政策転換のための条件等

が有益な分析視角となると考えられる。しかし、定量

的分析に比して、政策過程の定性的分析に同理論が

適用されている研究事例は少ないのが現状である。 
以上を踏まえ、本稿では、政策過程の定性的分析に

おいて拒否権プレイヤー論が適用された先行研究の

分析方法・内容等についてレビューすることを目的

とする。そして、先行研究の分析方法・内容を簡潔に

整理した上で、政策過程の定性的分析への適用にお

ける課題について考察する。 
本稿では、政策過程の定性的分析において拒否権

プレイヤー論が適用された国内外の先行研究を、幅

広くレビューしている。従って、今後このような分析

が行われる際に、分析者が拒否権プレイヤー論の適

用方法を参照できる点に本稿の意義があると言える。

また、拒否権プレイヤー論を適用した分析の課題ま

で提示することを通して、政策過程分析における同

理論を用いた分析手法の発展に寄与できる意義も持

つと考えられる。 
本稿の構成は以下の通りである。まず第 2 章で、

拒否権プレイヤー論の概要について簡潔に説明する。

次に、第 3 章の第 1、2 節で、政策過程の定性的分析

に拒否権プレイヤー論を適用した国内外の主な先行

研究を概観する。そして第 4 章において、先行研究

の分析方法・内容を簡潔に整理した上で、政策過程の

定性的分析に拒否権プレイヤー論を適用する際の課

題について論じる。最後に第 5 章で本稿のまとめを

行い、論を結ぶ。 
 

「拒否権プレイヤー論」の概要

拒否権プレイヤー論の導出にはやや複雑な数理モ

デルが用いられているが、本稿の目的は同理論の解

説を行うことではないため、その詳細については

Tsebelis (2002=2009) を参照していただきたい。本稿

では、理論の要点が簡潔に整理されている寺迫（2007）
の pp.81-98 の説明・表現に依拠し、次章でレビュー

する先行研究を理解する上での必要最低限の知識を

説明する。 
冒頭で述べた通り、拒否権プレイヤーとは、ある政

策を変更するために同意が必要な個人（「個別的拒否

権プレイヤー」）、もしくは集団的アクター（「集団的

拒否権プレイヤー」）である。前者には大統領等の単

独で判断するアクターが、後者には議員から構成さ

れる議会等、単独のアクターが集まり議決等で意思

決定する集団的アクターを指す。更に、拒否権プレイ

ヤーは、憲法上規定された「制度的拒否権プレイヤー」

（例えば、アメリカの立法過程における大統領、下院、
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この拒否権プレイヤー論の強みとして、例えば寺

迫は、「民主主義体制と非民主主義体制、大統領制と

議院内閣制、連邦制国家や単一国家などの違いを個

別に分析する細分化した多様な学説を踏まえ、これ

らに対して、全てを包括的に単一の『ものさし』（筆

者注 : 『拒否権プレイヤー』）で比べることができる」

（寺迫 2012 p.81）と指摘している。こうした利点

があることから、主に比較政治制度論において、統計

等の分析手法を駆使した実証研究で用いられること

が多い。例えば、西欧 16 カ国の重要立法に関するデ

ータを分析し、拒否権プレイヤー論から導出される

様々な予測を検証する等したTsebelis (2002=2009) の
一連の研究を始め、拒否権プレイヤーの数が先進国

の公的医療努力の削減スピードを説明する重要な要

因であることを解明した井戸（2004）、拒否権プレイ

ヤー間の選好（イデオロギー）の距離の増大により、

脱工業化社会における「新しい社会的リスク」に対処

する政策（保育、介護、積極的労働市場政策等）への

支出の伸びが抑制されることを実証した稗田（2010）
等、多数存在する 1。これらの研究の多くでは、拒否

権プレイヤーの数や選好の距離を分析可能な変数に

操作化し、理論から導かれる予測や、拒否権プレイヤ

ーと政策結果の因果関係等を実証する分析が行われ

ている。 
こうした拒否権プレイヤー論に関する定量的分析

が盛んに行われる一方、定性的分析 2においてこの理

論が適用される場合もある。それは、主に政策帰結の

メカニズムを定性的に分析する「政策過程分析 3」で

ある。例えば、政策形成・決定過程や政策実施過程を

文献・資料調査やインタビュー調査等に基づき追跡

し、例えば、なぜある政策が転換されたのか（あるい

は、転換されず安定的な政策となったのか）といった、

因果関係を特定するための方法が主に挙げられる 4。

この際に、次章で説明する拒否権プレイヤー論から

導かれる政策安定、または、政策転換のための条件等

が有益な分析視角となると考えられる。しかし、定量

的分析に比して、政策過程の定性的分析に同理論が

適用されている研究事例は少ないのが現状である。 
以上を踏まえ、本稿では、政策過程の定性的分析に

おいて拒否権プレイヤー論が適用された先行研究の

分析方法・内容等についてレビューすることを目的

とする。そして、先行研究の分析方法・内容を簡潔に

整理した上で、政策過程の定性的分析への適用にお

ける課題について考察する。 
本稿では、政策過程の定性的分析において拒否権

プレイヤー論が適用された国内外の先行研究を、幅

広くレビューしている。従って、今後このような分析

が行われる際に、分析者が拒否権プレイヤー論の適

用方法を参照できる点に本稿の意義があると言える。

また、拒否権プレイヤー論を適用した分析の課題ま

で提示することを通して、政策過程分析における同

理論を用いた分析手法の発展に寄与できる意義も持

つと考えられる。 
本稿の構成は以下の通りである。まず第 2 章で、

拒否権プレイヤー論の概要について簡潔に説明する。

次に、第 3 章の第 1、2 節で、政策過程の定性的分析

に拒否権プレイヤー論を適用した国内外の主な先行

研究を概観する。そして第 4 章において、先行研究

の分析方法・内容を簡潔に整理した上で、政策過程の

定性的分析に拒否権プレイヤー論を適用する際の課

題について論じる。最後に第 5 章で本稿のまとめを

行い、論を結ぶ。 
 

「拒否権プレイヤー論」の概要

拒否権プレイヤー論の導出にはやや複雑な数理モ

デルが用いられているが、本稿の目的は同理論の解

説を行うことではないため、その詳細については

Tsebelis (2002=2009) を参照していただきたい。本稿

では、理論の要点が簡潔に整理されている寺迫（2007）
の pp.81-98 の説明・表現に依拠し、次章でレビュー

する先行研究を理解する上での必要最低限の知識を

説明する。 
冒頭で述べた通り、拒否権プレイヤーとは、ある政

策を変更するために同意が必要な個人（「個別的拒否

権プレイヤー」）、もしくは集団的アクター（「集団的

拒否権プレイヤー」）である。前者には大統領等の単

独で判断するアクターが、後者には議員から構成さ

れる議会等、単独のアクターが集まり議決等で意思

決定する集団的アクターを指す。更に、拒否権プレイ

ヤーは、憲法上規定された「制度的拒否権プレイヤー」

（例えば、アメリカの立法過程における大統領、下院、
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上院）と、政治的ゲームを行う「党派的拒否権プレイ

ヤー」（例えば、制度的拒否権プレイヤーである議会

の中で、二党が連立政権を組むことで過半数を確保

した場合、この二党が党派的拒否権プレイヤーとさ

れる）に分けて分析される。 

 
さて、図 1 をご覧いただきたい。X と Y は、ある

政策の変更に同意が必要な拒否権プレイヤーであり、

点Xと点Yは各プレイヤーの理想とする政策である

「理想点」を示している。また、灰色の点 SQ は現状

の政策（Status Quo）の位置を示している。そして、

現状の政策と各プレイヤーの理想点を結ぶ線分を半

径とする無差別曲線（円）を描く。この無差別曲線の

内側は、現状の政策よりもプレイヤーにとって好ま

しい政策の集合を表している。その上で、各プレイヤ

ーの無差別曲線に同時に囲まれた領域、すなわち、政

策変更するために全てのプレイヤーが合意可能な代

替政策案の共通集合部分である「現状打開圏」（図中

の黒く塗りつぶされた部分）の中に存在する特定の

政策案が決定される。 
以上の前提を基に、同理論では政策安定性を「現状

維持からの変革の難しさ」と定義し、政策過程に存在

する拒否権プレイヤー間の駆け引きの中で合意可能

な改革案が限定され現状打開圏が縮小する場合に、

政策安定性が高まるとされる。そして、数理モデルを

用いた分析から、現状打開圏が縮小し政策安定性が

高まる条件について、「拒否権プレイヤーの数が増え

ると政策安定性が高まる（または変化しない）」、「プ

レイヤー間の選好（イデオロギー）の距離が増大する

と政策安定性が高まる」、「集団的プレイヤー内部の

結束力が強くなると政策安定性が高まる」という命

題が導き出される。また、このように政策安定性が高

まると予測される状況として、「アジェンダ設定（現

状打開圏内に存在する特定の代替政策案を提示する

こと）の重要性の低下」、「政権・レジームの不安定化」、

「官僚の自由裁量の増大」、「司法の独立性の高まり」

といった点が挙げられている。 
以上が拒否権プレイヤー論の概略である。次章で

は、同理論が、政策過程の定性的分析を行った国内外

の主要な先行研究においてどのように適用されてい

るかをレビューする。 
 

政策過程の定性的分析における「拒否権プレイヤ

ー論」の適用事例

国外の先行研究

政策過程の定性的分析への適用事例

まず、拒否権プレイヤー論に関する研究の蓄積の

多い国外の先行研究を対象に、政策過程の定性的分

析への適用事例をレビューする。なお、論文検索にあ

たっては、主に「Pro Quest5」を用いた。具体的には、

「タイトル」と「抄録」で veto player の語が用いられ

ている論文を検索した。そして、本稿の最終提出時ま

でに入手可能な論文の中から定量的研究を除いた上

で、定性的研究を行った文献・論文（英語論文以外と

博士論文は除く）のうち、ツェベリスの拒否権プレイ

ヤーの概念や政策安定性に関する三つの命題、アジ

ェンダ設定といった理論が分析枠組みとして援用さ

れている主な先行研究をレビューした。 
始めに、Ganghof (2003) は本稿とも同様の関心を共

有しており、「拒否点」や「拒否権プレイヤー」の理

論に関する定量的・定性的分析に基づいた先行研究

のレビューを行い、理論の可能性と課題について論

じている。これらのレビューも踏まえ、一般的に、「拒

否権プレイヤーの特定の問題」、「選好の測定の問題」、

「各プレイヤーの同等性の問題」という三つの課題

を指摘している。そして特に、拒否権プレイヤー論を

適用した定性的研究の注意点として、アクターの選

好や理念の属性を分析者が柔軟に解釈する限り、同

理論はほとんど何でも適用できてしまう点や、その

分析だけに適用できるようにプレイヤーの選好を設

定することで浅い分析となってしまう点を主要な問

題点として挙げている。こうした課題を踏まえ、この

理論の主要な作業は、拒否権プレイヤーの特定と選

31

政策過程の定性的分析における「拒否権プレイヤー論」の適用事例の検討



東京大学大学院教育学研究科教育行政学論叢 第 40 号 2020 年

 
 

4 

好の測定の正当化にあり、また最も重要なのはプレ

イヤーの選好や理念を正当化しなければならないこ

とにあると述べている。そして、選好は直接測定でき

るものではなく、その正当化が容易ではないにもか

かわらず、そのプレイヤーの行動から推定されなけ

ればならないという難しさを指摘している。 
ただし、Ganghof (2003) は定性的分析に比べて定量

的分析のレビューが重点的に行われており、定性的

分析に関するレビューは本稿ほど網羅的に行われて

いない。一方、2000 年代以降に拒否権プレイヤー論

を用いた定性的分析が多く登場しており、本稿はそ

れらも含めた先行研究のレビューを幅広く行った上

で、先行研究の整理やそれらの課題を導出している。

さらに、第 4 章第 2 節で述べる通り、Ganghof (2003) 
の中では触れられていなかった、定性的分析におけ

るアジェンダ設定や無差別曲線の変化等に関する課

題も指摘している。 
では、政策過程分析への拒否権プレイヤー論の適

用事例のレビューに入ろう。以下では、拒否権プレイ

ヤーの「数」、「選好(選好の距離)」、「結束力」、「アジ

ェンダ設定」という、理論において重要な要素に着目

した分析を、（ア）〜（エ）に分類して見ていく。 
 
（ア）拒否権プレイヤーの「数」に着目した分析 
第一に、拒否権プレイヤー論の提示する三つの命

題のうち、拒否権プレイヤーの「数」と政策転換・政

策安定性に着目した分析がある。こうしたプレイヤ

ーの数に着目した分析では、プレイヤーの数やその

強さによって政策転換等を説明している。以下、その

分析内容を見ていこう。 
MacIntyre (2001) 6は、1990 年代後半のアジア通貨

危機に東南アジア四カ国（タイ、フィリピン、マレー

シア、インドネシア）がどのように対処したかという

過程に関して、各国に存在した拒否権プレイヤーと

その数を特定した上で、比較事例分析を行っている。

結果として、プレイヤーが少なくとも六つ存在して

おりその数が比較的多いとされるタイは、政策の硬

直性から問題に対処できず、逆に拒否権が中央集権

化したマレーシアやインドネシアは、政策対応の不

安定化を招いてしまったとしている。そして、その程

度が中間に位置していたフィリピンは、安定的で一

貫した対応に成功した。こうした点を踏まえ、二以上

の拒否権プレイヤーがいる国ほど政策の急変という

リスクは減少させられるが、その数が一定以上にな

ると、逆に政策の硬直性が助長されてしまう危険性

があるという結論を導き出している 7。 
Busemeyer (2005) は、拒否権プレイヤーが年金削減

に関する改革にいかなる影響を与えるのかという問

いの解明のために、ドイツとオーストリアにおける

改革の比較事例分析を行っている。ここでは拒否権

プレイヤーの数とその力に焦点が当てられた政策過

程分析となっているが、その結果として、プレイヤー

数の少なさといった点で公式の拒否権プレイヤーか

らの制約がなかった場合では、年金の削減がより進

んだことを中心に明らかにしている。 
続いて McLean & Nou (2006) は、1909〜1914 年に

イギリスで試みられた地価税の導入が失敗に終わっ

た原因を、同国における拒否権プレイヤーの数に着

目して考察している。まず、イギリスの政治体制に関

して「議会主権」、「小選挙区制による二大政党制」、

「上院は公選制ではなかったため政府の政策を妨害

できなかったこと」、「官僚の大臣への忠誠義務」、「下

院が財政をコントロールできたこと」、「君主は形式

的なものにすぎなかったこと」、「国会への裁判所の

従属状態」という七つの特徴を挙げながら、イギリス

はもともと拒否権プレイヤーの数が少ない体制であ

り政府は政策を実行しやすかったと述べている。そ

の上で 1909〜1914 年をみると、選挙の結果下院にお

いて新たな党派的拒否権プレイヤーが登場し、単独

で多数党を形成できなくなったことや、制度的拒否

権プレイヤーとしての上院が地価税の実施に対して

反対に回ったこと等からこうした条件が崩れる中、

拒否権プレイヤーの数が急激に増加したと指摘して

いる。 
Hymans (2011) は、原子力政策における政策転換に

ついて、戦後日本の原子力政策の事例分析を拒否権

プレイヤーの存在に焦点を当てて行っている。まず、

分析の前提として、拒否権プレイヤーの数を特定す

ること、全ての政策分野ではなく原子力政策という

特定の政策におけるプレイヤーを同定すること、政

治家や政党だけではなく多様な政治アクターをプレ

イヤーとすること、そしてプレイヤーの利益を逓増
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好の測定の正当化にあり、また最も重要なのはプレ

イヤーの選好や理念を正当化しなければならないこ

とにあると述べている。そして、選好は直接測定でき

るものではなく、その正当化が容易ではないにもか

かわらず、そのプレイヤーの行動から推定されなけ

ればならないという難しさを指摘している。 
ただし、Ganghof (2003) は定性的分析に比べて定量

的分析のレビューが重点的に行われており、定性的

分析に関するレビューは本稿ほど網羅的に行われて

いない。一方、2000 年代以降に拒否権プレイヤー論

を用いた定性的分析が多く登場しており、本稿はそ

れらも含めた先行研究のレビューを幅広く行った上

で、先行研究の整理やそれらの課題を導出している。

さらに、第 4 章第 2 節で述べる通り、Ganghof (2003) 
の中では触れられていなかった、定性的分析におけ

るアジェンダ設定や無差別曲線の変化等に関する課

題も指摘している。 
では、政策過程分析への拒否権プレイヤー論の適

用事例のレビューに入ろう。以下では、拒否権プレイ

ヤーの「数」、「選好(選好の距離)」、「結束力」、「アジ

ェンダ設定」という、理論において重要な要素に着目

した分析を、（ア）〜（エ）に分類して見ていく。 
 
（ア）拒否権プレイヤーの「数」に着目した分析 
第一に、拒否権プレイヤー論の提示する三つの命

題のうち、拒否権プレイヤーの「数」と政策転換・政

策安定性に着目した分析がある。こうしたプレイヤ

ーの数に着目した分析では、プレイヤーの数やその

強さによって政策転換等を説明している。以下、その

分析内容を見ていこう。 
MacIntyre (2001) 6は、1990 年代後半のアジア通貨

危機に東南アジア四カ国（タイ、フィリピン、マレー

シア、インドネシア）がどのように対処したかという

過程に関して、各国に存在した拒否権プレイヤーと

その数を特定した上で、比較事例分析を行っている。

結果として、プレイヤーが少なくとも六つ存在して

おりその数が比較的多いとされるタイは、政策の硬

直性から問題に対処できず、逆に拒否権が中央集権

化したマレーシアやインドネシアは、政策対応の不

安定化を招いてしまったとしている。そして、その程

度が中間に位置していたフィリピンは、安定的で一

貫した対応に成功した。こうした点を踏まえ、二以上

の拒否権プレイヤーがいる国ほど政策の急変という

リスクは減少させられるが、その数が一定以上にな

ると、逆に政策の硬直性が助長されてしまう危険性

があるという結論を導き出している 7。 
Busemeyer (2005) は、拒否権プレイヤーが年金削減

に関する改革にいかなる影響を与えるのかという問

いの解明のために、ドイツとオーストリアにおける

改革の比較事例分析を行っている。ここでは拒否権

プレイヤーの数とその力に焦点が当てられた政策過

程分析となっているが、その結果として、プレイヤー

数の少なさといった点で公式の拒否権プレイヤーか

らの制約がなかった場合では、年金の削減がより進

んだことを中心に明らかにしている。 
続いて McLean & Nou (2006) は、1909〜1914 年に

イギリスで試みられた地価税の導入が失敗に終わっ

た原因を、同国における拒否権プレイヤーの数に着

目して考察している。まず、イギリスの政治体制に関

して「議会主権」、「小選挙区制による二大政党制」、

「上院は公選制ではなかったため政府の政策を妨害

できなかったこと」、「官僚の大臣への忠誠義務」、「下

院が財政をコントロールできたこと」、「君主は形式

的なものにすぎなかったこと」、「国会への裁判所の

従属状態」という七つの特徴を挙げながら、イギリス

はもともと拒否権プレイヤーの数が少ない体制であ

り政府は政策を実行しやすかったと述べている。そ

の上で 1909〜1914 年をみると、選挙の結果下院にお

いて新たな党派的拒否権プレイヤーが登場し、単独

で多数党を形成できなくなったことや、制度的拒否

権プレイヤーとしての上院が地価税の実施に対して

反対に回ったこと等からこうした条件が崩れる中、

拒否権プレイヤーの数が急激に増加したと指摘して

いる。 
Hymans (2011) は、原子力政策における政策転換に

ついて、戦後日本の原子力政策の事例分析を拒否権

プレイヤーの存在に焦点を当てて行っている。まず、

分析の前提として、拒否権プレイヤーの数を特定す

ること、全ての政策分野ではなく原子力政策という

特定の政策におけるプレイヤーを同定すること、政

治家や政党だけではなく多様な政治アクターをプレ

イヤーとすること、そしてプレイヤーの利益を逓増
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させる「時間」が重要であるため歴史的な分析を行っ

ていくことという四点を措いている。実際の分析で

は、1950 年代から 1960 年代にかけては、首相や原子

力委員会、日本原子力産業協会に代表される民間産

業という三つのアクターが拒否権プレイヤーであっ

たが、1970 年代から 1980 年代にかけて通産省がそこ

に加わり、1990 年代になると地方自治体も加わるこ

とでプレイヤーの数が増大していった経緯がまとめ

られている。この結果、多数の拒否権プレイヤーの合

意が必要となったため、核兵器の保持や、「プルトニ

ウム経済」（原子力産業に頼った経済）からの脱却を

目指すような政策転換が困難になったと結論付けて

いる。 
Zehavi (2012) は、私立学校への公的助成政策の形

成過程に関して、オーストラリア、ニュージーランド、

アメリカの 3 カ国の比較事例分析を行っている。具

体的には、拒否権プレイヤーと経路依存の強化とい

う障害があったにもかかわらず、なぜ公的助成とい

う政策転換が実現したのかを解明することを目的と

している。拒否権プレイヤーに関しては、先行研究の

知見を基に、アメリカやオーストラリアを「二以上の

拒否権プレイヤーシステム」、ニュージーランドを

「単一の拒否権プレイヤーシステム」とそれぞれみ

なしている。そして、プレイヤー数が多いアメリカや

オーストラリアよりニュージーランドの方が改革は

進みやすいという予測を立てた上で、政策過程分析

を行っている。実際に、アメリカでは州・連邦レベル

における議会や裁判所が拒否権プレイヤーとして公

的助成政策に反対していたこと等が原因で、政策転

換が緩やかになったと指摘している。一方、システム

が類似しているオーストラリアでは、最も明らかな

拒否権プレイヤーだった高等裁判所が改革を阻止せ

ず、むしろ許容する態度をとっていたことや、上院が

拒否点とならなかったこと等で公的助成政策が比較

的早く進み、ニュージーランドと同様の政策展開を

見せたと説明している。 
Vigour (2014) は、イタリアでなぜ抜本的な司法改

革が進んだのかという問いを設定し、ベルギーとフ

ランスの比較事例分析からその法案形成過程を考察

している。その過程追跡の前提として、Vigour は「利

益団体」の力を考慮に入れ、拒否権プレイヤー論を修

正したモデルを提示する。元のモデルでは、プレイヤ

ーの数とプレイヤー間の選好の距離が大きい時は改

革のための法案はほとんど通らず、小さい時は多く

の法案が通ると予想される。しかし、結束した強力な

利益団体の活動が加わることで拒否権プレイヤーの

力が緩和され、数と選好の距離が大きい場合でも多

くの法案が通りうる一方、小さい場合は改革が比較

的穏健なものになりうるという仮説を立てている。

この「利益団体」を考慮したモデルを実際の政策過程

で検証した結果、イタリアで抜本的な改革が進んだ

理由を元のモデルからは厳密に説明できず、弁護士

や判事といった法曹界がより組織化され結束力が強

いほど、改革を前進させることができる点を明らか

にしている。その上で、法案の形成過程を理解する上

では、制度的・党派的アクターだけではなく、利益団

体や専門家団体といった、他のタイプの政策起業家

も含めた分析を行うべきだと主張している。 
最後に、Kamal & Burton (2018)は、アメリカとカナ

ダにおける銃規制政策の相違を、各国での銃乱射事

件や銃規制をめぐる立法過程を追いつつ、拒否権プ

レイヤーの存在やその数に着目して検討している。

その結果、上院と下院、大統領という三つの拒否権プ

レイヤーが存在する政治体制を持つアメリカの方が、

単独政権の時には拒否権プレイヤーもその政権政党

のみとなるカナダよりもプレイヤーの数か多く、そ

れゆえに政策過程の中で各利益団体が影響力を発揮

できる機会も多いため改革が停滞しがちとなり、銃

規制も進みづらくなった点を指摘している。 

（イ）拒否権プレイヤーの「数」と「選好（選好の距

離）」に着目した分析 
続いて、プレイヤーの「数」に加え「選好」、特に

「選好の距離」まで視野に入れた主な分析として、ま

ず、1990 年代から、EU の影響によりポーランドが競

争政策を採用するに至った過程を分析した Gwiazda 
(2007) が挙げられる。始めに、政策過程に参加する

アクターを国外アクター（ここでは EU）と国内アク

ターに分けた上で、国内アクターの一つとして、単独

で立法化を拒否できる拒否権プレイヤーの存在を指

摘し、具体例として、大臣や政権政党、大統領等を挙

げている。そして、ツェベリスの選好の距離に関する
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命題を応用し、三つある仮説の一つとして「外部アク

ターと拒否権プレイヤー（特にアジェンダ設定者）の

選好が一致するようになるほど、より迅速に EU の

法律を国内法に置き換えていくことができる」を提

示し、国家補助政策と反トラスト政策の時系列に沿

った過程追跡による比較事例分析から検証している。

その結果、まず国家補助政策に関しては、EU と、拒

否権プレイヤーかつアジェンダ設定者だった競争・

消費者保護庁長官の選好が一致せず、また、1990 年

代半ばはいまだ政権政党も国家補助規制を支持して

いなかったことによって、置き換えに時間がかかっ

たと説明している。一方、反トラスト政策については、

競争・消費者保護庁長官が支持したことと、法案に反

対する拒否権プレイヤーが限られていたことによっ

て、EU の要求に迅速に従い置き換えに成功したと結

論付けている。 
次にBjörn & Braun (2009) は、1994 年のスイスにお

ける健康保険制度改革をテーマとし、なぜ公的・私的

区別の曖昧な健康保険制度が実現したのかという点

と、なぜそれが安定的な制度となったのかという点

を、拒否権プレイヤー論を適用して解明することを

目的としている。まず、制度的拒否権プレイヤーとし

て、国民議会と全州議会、そしてレファレンダムを設

定している。また各議会では、その大多数を占める党

派的拒否権プレイヤーである四つの主要政党（国民

党（SVP）、社会民主党（SP）、急進民主党（FDP）、
キリスト教民主党（CVP））を指摘している。その上

で、各政党の健康保険制度に対する選好を、各政党の

マニフェストやインタビュー等から評価し、数値化

した上で、「健康保険制度は、民間または公的組織の

いずれによって運営されるべきか」と、「国民の保険

料負担の公平性の程度」という二つを軸とした座標

平面上に各政党の理想点を表している。そして、当時

の政党の勢力状況を勘案した上で、各政党のいかな

る組み合わせが改革におけるウィンセット（=勝利連

合）となるのかという点に着目して分析を行ってい

る。 
まず、二つの議会における各政党の理想点とウィ

ンセットの組合せを考えた結果、改革案が FDP の現

状打開圏内にあることが必要だと指摘する。その上

で、1994年の改革では、保健大臣を担当していたCVP

が、自らの理想点にかなり近づけつつ、加えて FDP
の現状打開圏内に存在していた改革案を提案できた

ことで改革が成功したと分析している。そして政党

間の政策選好の相違を踏まえた上での妥協だったた

めに、負担に関してはより公平性を志向するものに

変化した一方、制度に関しては、私的組織による市場

中心の運営が志向されるという、曖昧な決定になっ

たと結論付けている。そして、理想点とほとんど一致

した政策となったCVP は、ウィンセットにいる限り

現状から政策案を変更するインセンティブを持たな

いがゆえに、その後の改革がほとんど不可能となっ

たと述べている。その結果、他の政党は、議会ではな

くレファレンダムによって自身のより選好する政策

を通そうとしたが、例えば SP や SVP による自らの

理想点に引き付けた改革案の提案は失敗に終わった

と説明している。 
続いてRussel & Benson (2014) は、各国で緊縮財政

が求められる現代において、なぜ環境保護のための

予算が計上されているのかを理論的に説明すること

を目的としている。その分析枠組みの一つとして、拒

否権プレイヤー論の「選好の距離」と「（政権交代等

による）選好の入れ替わり」が挙げられており、アメ

リカとイギリスを事例として、1940 年から 2009 年に

おける環境保護に関する予算をめぐる政治状況を整

理している。まずアメリカについては、2009 年に共

和党のブッシュ政権から民主党のオバマ政権に交代

し、予算編成の中心だった拒否権プレイヤーとして

のオバマ大統領が環境問題に投資する選好を持って

いたことが政策形成にとって重大だったこと、そし

て、2010 年の中間選挙で拒否権プレイヤーである下

院の共和党が議席を伸ばし大統領との選好の距離が

増大したため、環境保護庁の予算が削減される等、政

権は妥協を迫られることとなったと指摘している。

この点から、大統領と議会という制度的拒否権プレ

イヤー間の「抑制と均衡」が働いていたと結論付けて

いる。またイギリスについては、2010 年に成立した

キャメロン連立政権が環境保護政策を推進していた

が、アジェンダ設定者であり環境問題とはほとんど

関わりのない大蔵省が予算編成をコントロールして

いたため、環境保護のための予算の拡大の努力が弱

められたと説明しており、このことから、同省は非公
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命題を応用し、三つある仮説の一つとして「外部アク

ターと拒否権プレイヤー（特にアジェンダ設定者）の

選好が一致するようになるほど、より迅速に EU の

法律を国内法に置き換えていくことができる」を提

示し、国家補助政策と反トラスト政策の時系列に沿

った過程追跡による比較事例分析から検証している。

その結果、まず国家補助政策に関しては、EU と、拒

否権プレイヤーかつアジェンダ設定者だった競争・

消費者保護庁長官の選好が一致せず、また、1990 年

代半ばはいまだ政権政党も国家補助規制を支持して

いなかったことによって、置き換えに時間がかかっ

たと説明している。一方、反トラスト政策については、

競争・消費者保護庁長官が支持したことと、法案に反

対する拒否権プレイヤーが限られていたことによっ

て、EU の要求に迅速に従い置き換えに成功したと結

論付けている。 
次にBjörn & Braun (2009) は、1994 年のスイスにお

ける健康保険制度改革をテーマとし、なぜ公的・私的

区別の曖昧な健康保険制度が実現したのかという点

と、なぜそれが安定的な制度となったのかという点

を、拒否権プレイヤー論を適用して解明することを

目的としている。まず、制度的拒否権プレイヤーとし

て、国民議会と全州議会、そしてレファレンダムを設

定している。また各議会では、その大多数を占める党

派的拒否権プレイヤーである四つの主要政党（国民

党（SVP）、社会民主党（SP）、急進民主党（FDP）、
キリスト教民主党（CVP））を指摘している。その上

で、各政党の健康保険制度に対する選好を、各政党の

マニフェストやインタビュー等から評価し、数値化

した上で、「健康保険制度は、民間または公的組織の

いずれによって運営されるべきか」と、「国民の保険

料負担の公平性の程度」という二つを軸とした座標

平面上に各政党の理想点を表している。そして、当時

の政党の勢力状況を勘案した上で、各政党のいかな

る組み合わせが改革におけるウィンセット（=勝利連

合）となるのかという点に着目して分析を行ってい

る。 
まず、二つの議会における各政党の理想点とウィ

ンセットの組合せを考えた結果、改革案が FDP の現

状打開圏内にあることが必要だと指摘する。その上

で、1994年の改革では、保健大臣を担当していたCVP

が、自らの理想点にかなり近づけつつ、加えて FDP
の現状打開圏内に存在していた改革案を提案できた

ことで改革が成功したと分析している。そして政党

間の政策選好の相違を踏まえた上での妥協だったた

めに、負担に関してはより公平性を志向するものに

変化した一方、制度に関しては、私的組織による市場

中心の運営が志向されるという、曖昧な決定になっ

たと結論付けている。そして、理想点とほとんど一致

した政策となったCVP は、ウィンセットにいる限り

現状から政策案を変更するインセンティブを持たな

いがゆえに、その後の改革がほとんど不可能となっ

たと述べている。その結果、他の政党は、議会ではな

くレファレンダムによって自身のより選好する政策

を通そうとしたが、例えば SP や SVP による自らの

理想点に引き付けた改革案の提案は失敗に終わった

と説明している。 
続いてRussel & Benson (2014) は、各国で緊縮財政

が求められる現代において、なぜ環境保護のための

予算が計上されているのかを理論的に説明すること

を目的としている。その分析枠組みの一つとして、拒

否権プレイヤー論の「選好の距離」と「（政権交代等

による）選好の入れ替わり」が挙げられており、アメ

リカとイギリスを事例として、1940 年から 2009 年に

おける環境保護に関する予算をめぐる政治状況を整

理している。まずアメリカについては、2009 年に共

和党のブッシュ政権から民主党のオバマ政権に交代

し、予算編成の中心だった拒否権プレイヤーとして

のオバマ大統領が環境問題に投資する選好を持って

いたことが政策形成にとって重大だったこと、そし

て、2010 年の中間選挙で拒否権プレイヤーである下

院の共和党が議席を伸ばし大統領との選好の距離が

増大したため、環境保護庁の予算が削減される等、政

権は妥協を迫られることとなったと指摘している。

この点から、大統領と議会という制度的拒否権プレ

イヤー間の「抑制と均衡」が働いていたと結論付けて

いる。またイギリスについては、2010 年に成立した

キャメロン連立政権が環境保護政策を推進していた

が、アジェンダ設定者であり環境問題とはほとんど

関わりのない大蔵省が予算編成をコントロールして

いたため、環境保護のための予算の拡大の努力が弱

められたと説明しており、このことから、同省は非公
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式の制度的拒否権プレイヤーだったと述べている。

一方、当時は保守党と自由民主党の連立政権であり、

イデオロギーが異なっていたものの、協力して環境

保護政策を推進していたことから、選好の距離から

だけでは政策帰結を説明できない点を指摘している。 
最後に、Mejía Acosta & Haddad (2014) は、近年慢性

的な子どもの栄養失調が劇的に低下したペルーを事

例に、それを可能にした政策変化の政治的・制度的要

因を解明することを目的としている。その分析視角

として拒否権プレイヤー論が適用されているが、政

府・非政府系のプレイヤーまで含め、特にプレイヤー

の数と選好の距離が減少すれば政策変化が起きる点

に着目しながら、政策過程分析を行っている。その結

果、まずプレイヤーの数に関しては、2005 年に子ど

もの栄養失調改善のためのプラットホームとして設

立されたChild Malnutrition Initiative (CMI) に、様々な

政府・非政府系機関や市民組織、研究組織といった利

害関係者が入り協力体制が敷かれたことで、拒否権

プレイヤーの数が減少したと指摘している。また選

好の距離に関しては、「食料分配」という問題を超え、

他の多くの領域からの協力を必要とする「貧困の減

少のための戦略」というより広い文脈の中で、栄養失

調を解決するように問題を定義し直したことでプレ

イヤー間の政策選好の差が減少したと述べている。

以上の変化から、栄養政策にとって好都合な政策変

化の条件が整うこととなったと説明している。

（ウ）拒否権プレイヤーの「数」、「選好（選好の距離）」、

「結束力」に着目した分析 
最後に、拒否権プレイヤー論における政策安定の

ための三つの命題、すなわちプレイヤーの「数」、「選

好(選好の距離)」、「結束力」に着目して理論を本格的

に適用した分析を見ていく。 
まず Zohlnhöfer (2003) は、ドイツ 8 のコール政権

（1982〜1998 年、キリスト教民主同盟= CDU・キリ

スト教社会同盟=CSUと自由民主党=FDPの連立政権）

が、経済政策に関する改革を行った結果、どの程度国

家と市場の関係性を変化させられたのかを分析する

ことを目的としている。そしてその分析枠組みとし

て、「政党間競争」と「拒否権プレイヤー」を主に採

用している。特に拒否権プレイヤー論に関しては、連

立政権下の拒否権プレイヤーの数、選好の距離、結束

力を検討している。まず数については、連立与党に加

え、連邦参議院 9や連邦憲法裁判所が存在していたこ

と、選好については、CDU/CSU と FDP の経済政策

における選好が近かったこと、そして政党の結束力

に関しては、FDP が経済政策においては市場重視で

まとまっていたのに対し、CDU は財界や労働者等の

多様な利害を包含しており、経済政策における結束

力が比較的弱かったことを指摘している。 
以上の前提を基に、Zohlnhöfer は 16 年にわたるコ

ール政権下における経済政策の政策過程を追跡して

いる。紙幅の関係上全て説明することはできないが、

例えば、1980 年代においては、政権は積極的労働市

場政策への歳出を大幅に削減することを拒んでおり、

また、規制緩和等の自由化のための改革も限定的で

あった。更に、民営化に関してもそれほど重要視され

ることはなかった。この原因については以下のよう

に説明されている。まず、プレイヤーの数については、

連邦参議院は与党が多数を占めていたために吸収さ

れプレイヤーの数が減少しており（=これを拒否権プ

レイヤー論では「吸収ルール」と呼ぶ）、また、与党

内の選好も近かったことから新自由主義的改革が進

むように思われた。しかし、改革が進まなかった原因

について特に重要だったのが、CDU 内部の結束力の

弱さ、すなわちどこまで経済政策における新自由主

義的改革を行うかの合意が、財界側と労働者側でと

れていなかったことであると指摘している。これは

拒否権プレイヤー論が提示する「拒否権プレイヤー

内部の結束力が弱くなると政策安定性は低下する」

という命題に反した結果となったと説明している 10。

一方、1990 年代前半においては、政権は支出削減や

規制緩和・民営化等を進めようとしていた。しかし、

経済政策において現状維持を志向し政権との選好が

乖離していた社会民主党（SPD）が、1991 年以降連邦

参議院の多数党となり、改革法案等への同意が必要

な拒否権プレイヤーとなったと述べている。ただ、そ

うした状況下で、政権側と反対側が妥協できた事例

が多くを占めているという事実も重要だったという。

その理由については、特定の問題に関して全てのプ

レイヤーが共通の認識を示していた点に加え、SPD
に率いられた連邦参議院の多数派の結束力が比較的
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弱かった点を指摘している。 
以上の分析の結果、拒否権プレイヤー論が政党の

違いの程度を説明するのに役立つこと、また、理論の

提唱する三つの命題が質的分析にも有益な結果をも

たらすこと等をまとめている。 
次に Saalfeld (2006) は、ドイツにおける社会民主党

（SPD）のシュレーダー政権において、2003 年に関

連法案が通過した「アジェンダ 2010」の政策転換に

ついて考察している。「アジェンダ 2010」は労働市場

や収入支援、年金、医療、教育を含めた国家による福

祉プログラムに関する改革であり、合わせて手工業

に関する規制の緩和や減税が行われた。当時、政権党

が連邦参議院では多数を占めていなかったことや、

SPD と強い結びつきのあった労働組合には不人気な

政策だったこと等から実現が困難に思われたが、結

局法案が通過したという政策転換の理由を、拒否権

プレイヤー論を用いた政策過程分析から説明してい

る。まず前提として、拒否権プレイヤーである各政党

の経済政策に関する選好が、1980 年代後半から新自

由主義的方向へと変化してきており、現状打開圏が

拡大していた点を指摘している。その上で、「アジェ

ンダ 2010」の政策決定で重要だった要因に関し、連

邦参議院における反対派の大多数が交渉段階におい

て強い結束力を維持できなかった（拒否権プレイヤ

ー内部の結束力が弱ければ政策安定性が低下し改革

が進む）ことや、SPD とキリスト教民主同盟・キリ

スト教社会同盟（CDU/CSU）という二大政党が現状

の政策の維持を主張できなくなっていたこと、そし

て政権が、法案提出のタイミングの決定や法案の分

割といった反対派に対するアジェンダ設定の行使に

成功したことを主に指摘している。 
Tumanut (2016) は、インドネシアにおいてなぜ地

方自治政府の分割が進んでいるのかを、拒否権プレ

イヤー論の三つの命題を用いて考察している。具体

的には西スラウェシ州とリアウ諸島州を事例とし、

書籍、雑誌・新聞記事、未公開資料、省庁職員等への

インタビュー調査から得られた一次・二次資料を基

に分析している。 
まず改革における拒否権プレイヤーについては、

大統領、議会（国民議会・地方代表議会）、憲法裁判

所、地方議会等を列挙し、それぞれの選好を、

Positional（=再選等、各々の地位を守ることを選好）、

Programmatic（=計画やイデオロギーに従うといった

集合的選好）、Neutral（=中立的）に分類している。ま

た結束力に関しては、国・地方レベルいずれにおいて

も、行政府と議会の結束力は強い点や、政党内部の結

束力が弱い点等を指摘している。これらを前提に過

程追跡を行った結果、西スラウェシ州の分離の事例

では、10 の拒否権プレイヤーがいたものの、行政府・

議会の選好の結びつきが強かったことでその数が 5
に減ったことにより改革に成功したこと、その過程

では、個人的なロビー活動や政治的交渉といった活

動が重要だったと述べている。また、リアウ諸島州の

分離の事例では、拒否権プレイヤーの数が 6 と比較

的少なかったことや、改革の実施機関同士の提携の

ために金権政治が利用されたこと等が指摘されてい

る。こうした事例から、インドネシアの地方自治政府

の分割に関する改革では、拒否権プレイヤーの数や

結束力、選好の一致といった要素が関連していたと

結論付けている。 
Ansorg & Strasheim (2019) は、紛争の終了時におけ

る「武装解除・動員解除・社会復帰（Disarmament, 
Demobilization & Reintegration = DDR）」実施の成功の

ためにはいかなる条件が必要なのかを、DDR の実行

が成功したネパールと、難航したコンゴにおける内

戦の事例比較から解明しようとする分析である。分

析では、拒否権プレイヤーを「DDR の実行を拒否で

きる技術や能力を持ったアクター」と定義し、「プレ

イヤーの数が増えると、DDR の実行可能性は低下す

る」、「プレイヤー間の選好の距離が広がると、DDR
の実行可能性は低下する」という二つの仮説を、拒否

権プレイヤー論に基づき提示する。一方、結束力に関

しては、不安定な紛争後の状況に理論がそのまま当

てはまらないと考え、紛争に関する先行研究の知見

を踏まえ、「集団的拒否権プレイヤーの結束力が弱く

なると、DDR の実行可能性は低下する」という、拒

否権プレイヤー論の三つ目の命題とは逆の仮説を提

示している。 
以上の仮説に関して比較事例分析した結果、まず、

政府と毛沢東主義派（マオイスト）の間で 1996 年か

ら始まったネパール内戦で DDR が成功したことに

関しては、プレイヤー数が政府、軍、反抗勢力である
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弱かった点を指摘している。 
以上の分析の結果、拒否権プレイヤー論が政党の

違いの程度を説明するのに役立つこと、また、理論の

提唱する三つの命題が質的分析にも有益な結果をも

たらすこと等をまとめている。 
次に Saalfeld (2006) は、ドイツにおける社会民主党

（SPD）のシュレーダー政権において、2003 年に関

連法案が通過した「アジェンダ 2010」の政策転換に

ついて考察している。「アジェンダ 2010」は労働市場

や収入支援、年金、医療、教育を含めた国家による福

祉プログラムに関する改革であり、合わせて手工業

に関する規制の緩和や減税が行われた。当時、政権党

が連邦参議院では多数を占めていなかったことや、

SPD と強い結びつきのあった労働組合には不人気な

政策だったこと等から実現が困難に思われたが、結

局法案が通過したという政策転換の理由を、拒否権

プレイヤー論を用いた政策過程分析から説明してい

る。まず前提として、拒否権プレイヤーである各政党

の経済政策に関する選好が、1980 年代後半から新自

由主義的方向へと変化してきており、現状打開圏が

拡大していた点を指摘している。その上で、「アジェ

ンダ 2010」の政策決定で重要だった要因に関し、連

邦参議院における反対派の大多数が交渉段階におい

て強い結束力を維持できなかった（拒否権プレイヤ

ー内部の結束力が弱ければ政策安定性が低下し改革

が進む）ことや、SPD とキリスト教民主同盟・キリ

スト教社会同盟（CDU/CSU）という二大政党が現状

の政策の維持を主張できなくなっていたこと、そし

て政権が、法案提出のタイミングの決定や法案の分

割といった反対派に対するアジェンダ設定の行使に

成功したことを主に指摘している。 
Tumanut (2016) は、インドネシアにおいてなぜ地

方自治政府の分割が進んでいるのかを、拒否権プレ

イヤー論の三つの命題を用いて考察している。具体

的には西スラウェシ州とリアウ諸島州を事例とし、

書籍、雑誌・新聞記事、未公開資料、省庁職員等への

インタビュー調査から得られた一次・二次資料を基

に分析している。 
まず改革における拒否権プレイヤーについては、

大統領、議会（国民議会・地方代表議会）、憲法裁判

所、地方議会等を列挙し、それぞれの選好を、

Positional（=再選等、各々の地位を守ることを選好）、

Programmatic（=計画やイデオロギーに従うといった

集合的選好）、Neutral（=中立的）に分類している。ま

た結束力に関しては、国・地方レベルいずれにおいて

も、行政府と議会の結束力は強い点や、政党内部の結

束力が弱い点等を指摘している。これらを前提に過

程追跡を行った結果、西スラウェシ州の分離の事例

では、10 の拒否権プレイヤーがいたものの、行政府・

議会の選好の結びつきが強かったことでその数が 5
に減ったことにより改革に成功したこと、その過程

では、個人的なロビー活動や政治的交渉といった活

動が重要だったと述べている。また、リアウ諸島州の

分離の事例では、拒否権プレイヤーの数が 6 と比較

的少なかったことや、改革の実施機関同士の提携の

ために金権政治が利用されたこと等が指摘されてい

る。こうした事例から、インドネシアの地方自治政府

の分割に関する改革では、拒否権プレイヤーの数や

結束力、選好の一致といった要素が関連していたと

結論付けている。 
Ansorg & Strasheim (2019) は、紛争の終了時におけ

る「武装解除・動員解除・社会復帰（Disarmament, 
Demobilization & Reintegration = DDR）」実施の成功の

ためにはいかなる条件が必要なのかを、DDR の実行

が成功したネパールと、難航したコンゴにおける内

戦の事例比較から解明しようとする分析である。分

析では、拒否権プレイヤーを「DDR の実行を拒否で

きる技術や能力を持ったアクター」と定義し、「プレ

イヤーの数が増えると、DDR の実行可能性は低下す

る」、「プレイヤー間の選好の距離が広がると、DDR
の実行可能性は低下する」という二つの仮説を、拒否

権プレイヤー論に基づき提示する。一方、結束力に関

しては、不安定な紛争後の状況に理論がそのまま当

てはまらないと考え、紛争に関する先行研究の知見

を踏まえ、「集団的拒否権プレイヤーの結束力が弱く

なると、DDR の実行可能性は低下する」という、拒

否権プレイヤー論の三つ目の命題とは逆の仮説を提

示している。 
以上の仮説に関して比較事例分析した結果、まず、

政府と毛沢東主義派（マオイスト）の間で 1996 年か

ら始まったネパール内戦で DDR が成功したことに

関しては、プレイヤー数が政府、軍、反抗勢力である
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ネパール共産党と少なく、DDR 実行において協力し

やすかった点を挙げている。また、プレイヤーの選好

の距離に関しては、政党が民族によって分裂せず、ま

た、似たような政治的利害を持っていたため、その距

離が小さかったと述べている。以上の分析から、数と

選好に関する仮説は支持されたが、集団的拒否権プ

レイヤーのマオイストの結束力に関しては、最初は

強かったが、DDR が進行する中で徐々に弱くなりそ

れがDDR を成功へと導いたことから、三つ目の仮説

は支持されなかったと結論付けている。 
一方、これまで度々発生してきたコンゴ内戦の

DDR が難航した点に関しては、政府や軍に加え、多

くの反政府組織が存在していた点を挙げ、数につい

ての仮説は支持されたと指摘している。一方、選好の

距離に関しては、フツ族とツチ族による民族対立が

政情不安定に影響を与えていたが、それだけが対立

の軸ではなく、土地や資源の奪い合いという原因も

あったことから、二点目の仮説は完全には支持され

なかったと説明している。更に結束力に関しては、例

えば各武装グループが、土地や資源の支配により利

益をあげることができるために武力放棄しなかった

点等を踏まえ、各プレイヤー内部の結束力が弱く

DDR に向かうことはできなかったとし、三つ目の仮

説が支持されたと述べている。 
以上の拒否権プレイヤー論による分析から、DDR

の実行に影響を与えるメカニズムや状況を明らかに

できたとしている。一方、紛争後というかなり不安定

な環境に、安定的な政治制度を前提としている拒否

権プレイヤー論を適用することや、紛争後は拒否権

プレイヤーの構成が変化してしまうといった、理論

を適用する際の限界も指摘している 11。 
最後に、Ike (2020) は、オーストラリアで 2012 年

になぜ地球温暖化防止のための炭素税の導入に成功

したのか、そして 2014 年にはなぜ廃止されたのかと

いう点に関して、拒否権プレイヤー論を用いた分析

から解明を試みている。そして、「議会で与党を形成

している拒否権プレイヤーの数が少ない」、「議会で

与党を形成している拒否権プレイヤーの選好の一致

度が高い」、「議会で与党を形成している各拒否権プ

レイヤーの結束力が弱い」ほど、政策形成がより急激

に進むという三つの仮説を立てた上で、導入と廃止

の政策過程を比較検討している。 
まず、2011 年に炭素税導入のための法案が通過し

た時点では、プレイヤー数が 5 だった点、選好の一

致度に関しては、各政党のマニフェストを基に量的

に検討した結果 70%だった点、そして法案の投票率

が高く棄権率が低かったことから各プレイヤーの結

束力が強かった点を指摘している。一方、2014 年の

廃止時には労働党から自由党・国民党連立政権へと

政権交代しており、拒否権プレイヤーの数は 4 に減

少し、選好の一致度も 73％に上昇した上、2011 年と

比べて投票率が低く棄権率が高かったことから、各

拒否権プレイヤーの結束力も弱かったと説明してい

る。以上から仮説が支持されたと結論付けている。 
 
（エ）拒否権プレイヤーの「アジェンダ設定」に着目

した分析 
最後に、拒否権プレイヤーによるアジェンダ設定

に焦点を当てた主な分析として以下が挙げられる。 
例えば Leuffen (2009) は、フランスの「コアビタシオ

ン」（半大統領制のフランスで、大統領と首相が異な

る党派に属している分割政府の状態）における、EU
に関する政策の形成過程の帰結を考察している。具

体的には、アジェンダ設定に関する複数のモデルを

提示した上で、それらを統一政府時と分割政府時の

政策形成の過程追跡から検証している。その結果、統

一政府時には、首相の権限は吸収され、大統領やその

チームがフランスの交渉の位置を決定する権限を持

つモデルが当てはまると指摘している。一方、分割政

府時では、首相も拒否権プレイヤーとして行動でき

ることや、現状に近い理想点を持ったプレイヤーが、

EU に関する政策のフランスの立場を決定できるこ

と、そしてプレイヤーの数が増えたことで政策安定

性が増大した（または変化しなかった）こと等を挙げ、

拒否権プレイヤー論に基づくモデルが当てはまって

いると述べている。 
Lin (2011) は、台湾の総統だった国民党の馬英九

（2008〜2016 年）の政権運営が停滞した原因につい

て、台湾における半大統領制（総統（=大統領）が行

政院長（=首相）を任命するが、行政院長は立法院（=
議会）の信任も必要とする制度）に焦点を当てて考察

することを目的としている。Lin は、ほとんどの重要

37
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政策において、総統と行政院長、立法院が拒否権プレ

イヤーだと指摘し、拒否権プレイヤーのアジェンダ

設定に関する、「現状に取って代わる政策案は全ての

プレイヤーの効用を高めるが、自身の効用を最大化

できるプレイヤーは、最後に提案を修正したり動か

したりできるプレイヤーである」という命題を基に、

立法院の能力と行政部の不一致に関する以下の二つ

の仮説を立てる。すなわち、「与党の国民党議員が政

府の提案を支持しない場合、政府法案を修正するこ

とで、立法院が政府の位置を変化させる能力が高ま

る」、「政策形成において総統と行政院長が協力して

いる場合、立法院が政府の政策を修正し採択すると、

総統と行政院長の政策選好の乖離が増大する可能性

が高まる」という二点である。以上の仮説の検証のた

めに、馬政権の政策を複数取り上げて事例分析を行

った結果、二つの仮説は実証されたと指摘している。

そして以上の分析から、国民党政府はしばしば、立法

院の国民党議員の要求による困難に直面したり、そ

れに屈したりすることになると結論付けている。 
そして Gwiazda (2015) は、ポーランドの議会への

性別に関するクォーター制度導入について、五度の

試みを経て2011年に導入されるまでの政策形成過程

を分析している。この政策転換の説明に拒否権プレ

イヤー論が適用されているが、そのうちアジェンダ

設定者と、党派的拒否権プレイヤーだった政権政党

に焦点を当てている。まず、過去にクォーター制度導

入のための法案提出が試みられていたものの、政権

政党の反対によって失敗に終わったと説明している。

しかし、新たなアジェンダ設定者としての「女性会議」

の設立とその強大な影響力の中でクォーター制度が

推進されたことと、当初は否定的だった政権政党が

それを支持するようになったという二点が、クォー

ター制度に関する法案通過にとって重要だったと指

摘している 12。 

その他の研究

前項では、政策過程の定性的分析に拒否権プレイ

ヤー論を適用した主な先行研究をレビューしたが、

その他の質的分析への適用事例も以下簡単に見てい

く。 
まず、政策過程分析への適用から、拒否権プレイヤ

ー論の改善を提唱することまで主眼としている Fink 
(2009) とKorppoo (2016) を紹介する。 

Fink (2009) は、教会勢力の持つ、動員可能性、選

好、結束力と規律といった特徴を確認しつつ、それを

「社会的拒否権プレイヤー」として設定し、その影響

力を、胚研究に関するイタリア、イギリス、オースト

リアの政策過程分析から明らかにしている。その上

で、拒否権プレイヤー論は、党派的アクターだけでは

なく社会的アクターにも着目することが重要だと指

摘している 13。 
また Korppoo (2016) は、これまで民主的な政策決

定システムの分析に適用されてきた拒否権プレイヤ

ー論を、非民主主義国家であるロシアの気候政策（京

都議定書の批准と、京都議定書に規定された「柔軟性

措置」の一つである「共同実施」）の政策過程分析に

適用している。その際の観点として、Ganghof (2003) 
に基づき、影響力のあるアクターから実際に行動で

きた拒否権プレイヤーを区別すること、選好を定義

すること、そして各プレイヤーは同等なのかを確認

することの三点を重視している。まず、京都議定書の

批准に関しては、上院・下院といったアクターは吸収

され（いわゆる「吸収ルール」）、批准のプロセスでは

大統領が単独の拒否権プレイヤーとなっていたこと

や、非公式に執政部の決定に影響を与えたかもしれ

ない「隠れた拒否権プレイヤー」までは十分確認しえ

ないこと等を指摘している。一方、「共同実施」の実

行プロセスについては、大統領以外にも、経済開発省

やロシア貯蓄銀行、天然資源省が事実上の拒否権プ

レイヤーとして参加し、政策それ自体とは無関係な

様々な動機に基づいて行動していた点を中心に説明

している。そして分析結果から、拒否権プレイヤー論

の適用に関し、不透明な決定を行いやすい大統領等

の高次のアクターだけではなく、より観察しやすい

省庁等の比較的低次のアクターも含め分析すること、

現状からの政策変更を判断するためには、法案通過

段階だけではなく政策実施段階まで分析すること、

そして各アクターの政策内容を超えた動機まで考慮

に入れて分析するべきだという三つの改善点を提唱

している。 
以上の他に、チリのピノチェト軍政における市場

重視型の改革を分析した Castiglioni (2001) や、イタ

38
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政策において、総統と行政院長、立法院が拒否権プレ

イヤーだと指摘し、拒否権プレイヤーのアジェンダ

設定に関する、「現状に取って代わる政策案は全ての

プレイヤーの効用を高めるが、自身の効用を最大化

できるプレイヤーは、最後に提案を修正したり動か

したりできるプレイヤーである」という命題を基に、

立法院の能力と行政部の不一致に関する以下の二つ

の仮説を立てる。すなわち、「与党の国民党議員が政

府の提案を支持しない場合、政府法案を修正するこ

とで、立法院が政府の位置を変化させる能力が高ま

る」、「政策形成において総統と行政院長が協力して

いる場合、立法院が政府の政策を修正し採択すると、

総統と行政院長の政策選好の乖離が増大する可能性

が高まる」という二点である。以上の仮説の検証のた

めに、馬政権の政策を複数取り上げて事例分析を行

った結果、二つの仮説は実証されたと指摘している。

そして以上の分析から、国民党政府はしばしば、立法

院の国民党議員の要求による困難に直面したり、そ

れに屈したりすることになると結論付けている。 
そして Gwiazda (2015) は、ポーランドの議会への

性別に関するクォーター制度導入について、五度の

試みを経て2011年に導入されるまでの政策形成過程

を分析している。この政策転換の説明に拒否権プレ

イヤー論が適用されているが、そのうちアジェンダ

設定者と、党派的拒否権プレイヤーだった政権政党

に焦点を当てている。まず、過去にクォーター制度導

入のための法案提出が試みられていたものの、政権

政党の反対によって失敗に終わったと説明している。

しかし、新たなアジェンダ設定者としての「女性会議」

の設立とその強大な影響力の中でクォーター制度が

推進されたことと、当初は否定的だった政権政党が

それを支持するようになったという二点が、クォー

ター制度に関する法案通過にとって重要だったと指

摘している 12。 

その他の研究

前項では、政策過程の定性的分析に拒否権プレイ

ヤー論を適用した主な先行研究をレビューしたが、

その他の質的分析への適用事例も以下簡単に見てい

く。 
まず、政策過程分析への適用から、拒否権プレイヤ

ー論の改善を提唱することまで主眼としている Fink 
(2009) とKorppoo (2016) を紹介する。 

Fink (2009) は、教会勢力の持つ、動員可能性、選

好、結束力と規律といった特徴を確認しつつ、それを

「社会的拒否権プレイヤー」として設定し、その影響

力を、胚研究に関するイタリア、イギリス、オースト

リアの政策過程分析から明らかにしている。その上

で、拒否権プレイヤー論は、党派的アクターだけでは

なく社会的アクターにも着目することが重要だと指

摘している 13。 
また Korppoo (2016) は、これまで民主的な政策決

定システムの分析に適用されてきた拒否権プレイヤ

ー論を、非民主主義国家であるロシアの気候政策（京

都議定書の批准と、京都議定書に規定された「柔軟性

措置」の一つである「共同実施」）の政策過程分析に

適用している。その際の観点として、Ganghof (2003) 
に基づき、影響力のあるアクターから実際に行動で

きた拒否権プレイヤーを区別すること、選好を定義

すること、そして各プレイヤーは同等なのかを確認

することの三点を重視している。まず、京都議定書の

批准に関しては、上院・下院といったアクターは吸収

され（いわゆる「吸収ルール」）、批准のプロセスでは

大統領が単独の拒否権プレイヤーとなっていたこと

や、非公式に執政部の決定に影響を与えたかもしれ

ない「隠れた拒否権プレイヤー」までは十分確認しえ

ないこと等を指摘している。一方、「共同実施」の実

行プロセスについては、大統領以外にも、経済開発省

やロシア貯蓄銀行、天然資源省が事実上の拒否権プ

レイヤーとして参加し、政策それ自体とは無関係な

様々な動機に基づいて行動していた点を中心に説明

している。そして分析結果から、拒否権プレイヤー論

の適用に関し、不透明な決定を行いやすい大統領等

の高次のアクターだけではなく、より観察しやすい

省庁等の比較的低次のアクターも含め分析すること、

現状からの政策変更を判断するためには、法案通過

段階だけではなく政策実施段階まで分析すること、

そして各アクターの政策内容を超えた動機まで考慮

に入れて分析するべきだという三つの改善点を提唱

している。 
以上の他に、チリのピノチェト軍政における市場

重視型の改革を分析した Castiglioni (2001) や、イタ
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リアの事例から、憲法裁判所も拒否権プレイヤーと

みなした場合の政策形成過程への影響力に関して考

察している Volcansek (2001) 、五大湖盆地の分水規制

政策を事例に、政府間組織が国内の政策形成に与え

る影響を検討する中で、組織内の拒否権プレイヤー

の存在やその効果に着目する Heinmiller (2007) 、拒

否権プレイヤーとアジェンダ設定者によるゲームか

らイギリスの選挙制度改革について考察した Blau 
(2008) 、公式の政府組織における拒否権プレイヤー

が、中央銀行による金の売却にいかなる影響を与え

ているかに関してスイス、イギリス、ドイツの事例を

比較し、拒否点の数だけではなく、それらの同一性や

相互の関係性、選好、アジェンダをコントロールでき

る力等も政策変化にとって重要である点を指摘した

Duckenfield (2008) 、そして社会政策に関する EU か

らのディレクティブがベルギー国内で適用される過

程で拒否権プレイヤーの存在について考察している

Hartlapp (2009) がある。また、インドにおける財産権

と公民権に関する拒否権プレイヤーとゲーム理論を

用いた分析から、議会と最高裁判所の相互作用を研

究した Bose (2010) 14、トルコの政軍関係に関する改

革における「交渉」を分析した Sarigil (2010)、民族対

立を反映した仕組みを持つボスニア・ヘルツェゴヴ

ィナの議会に関して拒否権プレイヤー論から考察し

たBahtic-Kunrath (2011) 、ベルギーにおける選挙制度

改革の成功を説明する要素の一つとして拒否権プレ

イヤーの存在を指摘したHooghe & Deschouwer (2011) 
が挙げられる。更に、ウクライナの公式・非公式の拒

否権プレイヤーとその選好を明らかにしながら、外

交・安全保障政策と国家補助規制において EU のル

ールに収斂していく過程を比較事例分析した

Dimitrova & Dragneva (2013) 、電子政府の政策形成過

程を拒否権プレイヤー等に焦点を当てて検討した

Linnefell, Hallin & Lagergren (2014) 、EU 主導の高等教

育改革である「ボローニャプロセス」を事例に、改革

が各国内の政策変化をもたらすための要因を、クロ

アチア、セルビア、スロベニアの政策形成過程を事例

に比較分析したVukasovic (2014) 、そして、スハルト

政権後のインドネシアを事例に、拒否権プレイヤー

の数と政治腐敗の関係性を再検討した Lele (2020) 等
も挙げられる。これらの研究では、各々の政策過程の

中でツェベリスの提唱する拒否権プレイヤーの存在

について検討がなされているものの、前項で紹介し

た分析と比べ、三つの命題やアジェンダ設定等、理論

が本格的に適用されているわけではないか、あるい

はその適用を主眼とした分析とはなっていない。 
また、経済政策の帰結の違いに関して、拒否権プレ

イヤー等の各国の制度の相違から検討を試みている

Cox & Mccubbins (2001) や、首相の権力が弱いとみな

されてきたイタリアにおいて、ベルルスコーニ首相

が政策に影響力を持つことができた理由を、拒否権

プレイヤーやアジェンダ設定に着目して論じている

O’Malley & Cavatorta (2004) 、拒否権プレイヤーの概

念を用いてフィリピンと韓国の大統領制の比較事例

分析を行ったAurel (2003) 、「権力分有」について考

察することを目的に、ケニアとジンバブエの事例か

ら、各々に存在する政党や軍といった党派的・制度的

拒否権プレイヤーの歴史的経緯を分析した

Cheeseman & Tendi (2010) 等もあるが、政策過程分析

に主眼を置いたものではなく、各国の政治体制の解

明等が主な目的となっている。 
そして、拒否権プレイヤー論における「吸収ルール」

を援用した分析として、アメリカ、フランス、ドイツ

の比較事例分析から、憲法裁判所・最高裁判所が他の

プレイヤーによって吸収されず拒否権プレイヤーと

なることができる点等を考察したBrouard & Hönnige 
(2017) が挙げられる。 
なお、ここまでは主に一国内への適用事例を見て

きたが、国際政治の政治過程への適用事例も見られ

る。主なものに、国内の利益団体といった拒否権プレ

イヤーの数が増えるほど、各国は特恵的貿易協定

(preferential trade agreement)に参加しなくなる点等に

ついて第 2 章で論じている Mansfield & Milner(2012) 
や、2001 年から始まった GATT 締結国による多角的

自由化交渉「ドーハ・ラウンド」におけるブラジルの

交渉態度が、国内の政治的制約に影響を受けていた

点を解明するために、ブラジル国内の拒否権プレイ

ヤーに焦点を当てた分析を行っている Conceição-
Heldt (2013) 、WTOでの係争におけるEUの行動を、

拒否権プレイヤーの数から考察した Poletti & De 
Bièvre (2014) 、「国家を越えた拒否権プレイヤー」と

いう概念を導入して、too big to fail（金融機関等が大

39

政策過程の定性的分析における「拒否権プレイヤー論」の適用事例の検討



東京大学大学院教育学研究科教育行政学論叢 第 40 号 2020 年

 
 

12 

きすぎるために潰すと悪影響をもたらすことから国

家が救済しなければならなくなる問題）をめぐる財

政改革について論じているTsingou (2015) 、国際政治

におけるアクターの交渉力を決める要素の一つとし

て拒否権プレイヤーを検討している Janusch (2018) 
がある。 
 

国内の先行研究

続いて、国内の先行研究をレビューしていく。なお、

論文検索にあたっては、主に「CiNii Articles15」と「J-
STAGE16」、「Google17」で「拒否権プレイヤー」と検

索し、国外の先行研究と同様の基準でレビューを行

った。 
拒否権プレイヤー論の国内研究における嚆矢と言

えるのが、『拒否権プレイヤーと政策転換』（眞柄秀

子・井戸正伸［編著］ 2007）における一連の研究で

ある。この中で定性的分析を行っている小野論文

（pp.165-185）と井戸論文（pp.186-221）を紹介する。 
まず小野論文では、現代日本政治の分析への理論

の適用を試みている。具体的には、小泉政権以前の政

権ではなぜ大胆な政策転換ができなかったのか、そ

して小泉政権ではなぜ「本格的な政策転換」ができた

のかという二つの問いを立てる。その上で、これまで

政権を担ってきた自民党の最終的意思決定機関であ

る自民党総務会が、「法案の事前審査制」と「全員一

致の慣例」の二つの原則を基に拒否権プレイヤーの

役割を果たしていたために、これまで大胆な政策転

換が困難だったと指摘している。そして小泉政権で

は、首相が主導権を握って郵政民営化関連法案が作

成・審査されたこと、そして総務会が多数決によって

法案修正を行ったことで二つの原則が崩れ、総務会

の拒否権行使ができなくなったと結論付ける。この

分析から、制度的拒否権プレイヤーには憲法によっ

て規定される「公式」のものだけではなく、総務会の

ように慣例上成立する「非公式」のものが存在するこ

とと、自民党総務会のような党派的プレイヤーは、慣

例を蓄積すること等により自覚的に拒否権プレイヤ

ーへと転換したり排除されたりする点を含意として

挙げている 18。 
次に井戸論文は、アメリカ、イタリア、日本の 1980

年代以降の労働市場改革を対象として、これら三カ

国の改革の帰結がなぜ異なったのか（アメリカは「自

由主義―市場中心主義的軌跡」、イタリアは「社会的

協調（「交渉をつうじた規制緩和」）」、日本は「国家主

導型規制緩和」型の改革）を拒否権プレイヤー論から

明らかにするものである。そして、三カ国の主要な政

治・社会制度を踏まえ改革の過程を追跡した結果、拒

否権プレイヤー論の要素である「現状の位置」、「政府

の理想点」、議会・政党等の「制度的・党派的拒否権

プレイヤー」の位置関係や力学の相違が、各国の政策

帰結に違いを生み出したと説明している。例えばア

メリカでは、より保護主義的な労働市場政策を行お

うとした民主党のクリントン政権が、議会多数派の

共和党の反対に遭い政策実施に失敗したため、自由

主義的労働市場レジームという現状維持に落ち着い

たと指摘している。一方イタリアでは、保護主義的な

労働市場の規制緩和を目指したプローディ政権が、

それを強硬に反対する共産党再建派等がいる議会で

の立法を断念し、労働組合と経営者団体との交渉・協

定による規制緩和を行うことで改革を実行できたと

説明している。そして日本のケースでは、政党政治が

改革に影響を与えることはほとんどなく、官僚が労

働市場の小規模な規制緩和という改革実行において

重要な役割を果たしたとまとめている。 
以上の他に、初期の先行研究として内山（2005）が

挙げられる。イギリスと日本では新自由主義的政策

アイディアに基づき行政組織改革が行われ、イギリ

スではエージェンジー制度が、日本ではそれを参考

に、橋本行革において独立行政法人制度が創設され

た。そして前者ではアイディアがかなり貫徹した制

度となり、例えば民間企業の管理手法や市場原理が

徹底していたのに対し、後者ではそうした理念が不

徹底に終わったという。このように、なぜ同じ政策ア

イディアから異なる二つの政策帰結が生じたのかを、

ある政治システムから他の政治システムへの「政策

伝播」という概念や、政策形成過程において首相の持

ちうる権力である「エグゼクティブ・パワー」、「拒否

権プレイヤー」、そして行政府と政党の「凝集性」と

いう理論枠組みを用いて比較事例分析を行っている。

特に、首相のアジェンダ設定に拒否権を発動できる

与党の一般議員と官僚を拒否権プレイヤーに設定し、

プレイヤーの権力の大きさと首相との選好の乖離度

40
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きすぎるために潰すと悪影響をもたらすことから国

家が救済しなければならなくなる問題）をめぐる財

政改革について論じているTsingou (2015) 、国際政治

におけるアクターの交渉力を決める要素の一つとし

て拒否権プレイヤーを検討している Janusch (2018) 
がある。 
 

国内の先行研究

続いて、国内の先行研究をレビューしていく。なお、

論文検索にあたっては、主に「CiNii Articles15」と「J-
STAGE16」、「Google17」で「拒否権プレイヤー」と検

索し、国外の先行研究と同様の基準でレビューを行

った。 
拒否権プレイヤー論の国内研究における嚆矢と言

えるのが、『拒否権プレイヤーと政策転換』（眞柄秀

子・井戸正伸［編著］ 2007）における一連の研究で

ある。この中で定性的分析を行っている小野論文

（pp.165-185）と井戸論文（pp.186-221）を紹介する。 
まず小野論文では、現代日本政治の分析への理論

の適用を試みている。具体的には、小泉政権以前の政

権ではなぜ大胆な政策転換ができなかったのか、そ

して小泉政権ではなぜ「本格的な政策転換」ができた

のかという二つの問いを立てる。その上で、これまで

政権を担ってきた自民党の最終的意思決定機関であ

る自民党総務会が、「法案の事前審査制」と「全員一

致の慣例」の二つの原則を基に拒否権プレイヤーの

役割を果たしていたために、これまで大胆な政策転

換が困難だったと指摘している。そして小泉政権で

は、首相が主導権を握って郵政民営化関連法案が作

成・審査されたこと、そして総務会が多数決によって

法案修正を行ったことで二つの原則が崩れ、総務会

の拒否権行使ができなくなったと結論付ける。この

分析から、制度的拒否権プレイヤーには憲法によっ

て規定される「公式」のものだけではなく、総務会の

ように慣例上成立する「非公式」のものが存在するこ

とと、自民党総務会のような党派的プレイヤーは、慣

例を蓄積すること等により自覚的に拒否権プレイヤ

ーへと転換したり排除されたりする点を含意として

挙げている 18。 
次に井戸論文は、アメリカ、イタリア、日本の 1980

年代以降の労働市場改革を対象として、これら三カ

国の改革の帰結がなぜ異なったのか（アメリカは「自

由主義―市場中心主義的軌跡」、イタリアは「社会的

協調（「交渉をつうじた規制緩和」）」、日本は「国家主

導型規制緩和」型の改革）を拒否権プレイヤー論から

明らかにするものである。そして、三カ国の主要な政

治・社会制度を踏まえ改革の過程を追跡した結果、拒

否権プレイヤー論の要素である「現状の位置」、「政府

の理想点」、議会・政党等の「制度的・党派的拒否権

プレイヤー」の位置関係や力学の相違が、各国の政策

帰結に違いを生み出したと説明している。例えばア

メリカでは、より保護主義的な労働市場政策を行お

うとした民主党のクリントン政権が、議会多数派の

共和党の反対に遭い政策実施に失敗したため、自由

主義的労働市場レジームという現状維持に落ち着い

たと指摘している。一方イタリアでは、保護主義的な

労働市場の規制緩和を目指したプローディ政権が、

それを強硬に反対する共産党再建派等がいる議会で

の立法を断念し、労働組合と経営者団体との交渉・協

定による規制緩和を行うことで改革を実行できたと

説明している。そして日本のケースでは、政党政治が

改革に影響を与えることはほとんどなく、官僚が労

働市場の小規模な規制緩和という改革実行において

重要な役割を果たしたとまとめている。 
以上の他に、初期の先行研究として内山（2005）が

挙げられる。イギリスと日本では新自由主義的政策

アイディアに基づき行政組織改革が行われ、イギリ

スではエージェンジー制度が、日本ではそれを参考

に、橋本行革において独立行政法人制度が創設され

た。そして前者ではアイディアがかなり貫徹した制

度となり、例えば民間企業の管理手法や市場原理が

徹底していたのに対し、後者ではそうした理念が不

徹底に終わったという。このように、なぜ同じ政策ア

イディアから異なる二つの政策帰結が生じたのかを、

ある政治システムから他の政治システムへの「政策

伝播」という概念や、政策形成過程において首相の持

ちうる権力である「エグゼクティブ・パワー」、「拒否

権プレイヤー」、そして行政府と政党の「凝集性」と

いう理論枠組みを用いて比較事例分析を行っている。

特に、首相のアジェンダ設定に拒否権を発動できる

与党の一般議員と官僚を拒否権プレイヤーに設定し、

プレイヤーの権力の大きさと首相との選好の乖離度
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合いに着目している。分析の結果、政策帰結の相違に

ついて以下のようにまとめられている。すなわち、イ

ギリスでは官僚や与党の平議員といった拒否権プレ

イヤーの権力が小さく、またそれらと首相との選好

の乖離も小さいため行政府と政党の凝集性が高くな

る結果、エグゼクティブ・パワーも大きくなり首相の

新アイディアに基づく改革実行がされやすくなった

と指摘する。一方日本では、官僚や族議員といった拒

否権プレイヤーの権力が大きく、首相との選好の乖

離も大きいため行政府と政党の凝集性が低くなる結

果、エグゼクティブ・パワーも小さくなり、新アイデ

ィアに基づく改革の可能性が低くなったと説明して

いる 19。 
こうした研究動向の中で、拒否権プレイヤー論は

政治学系の教科書・参考書の中でも取り上げられる

ようになるが、その中で、理論の概要を説明しつつ実

際に事例研究を行っているのが寺迫（2007）、寺迫

（2012）である。 
まず寺迫（2007）では、拒否権プレイヤー論が、小

泉政権下の郵政民営化法案の成立過程と、ドイツの

2005 年連邦議会選挙後における新たな連立政権の成

立過程の説明に適用されている。郵政民営化法案の

分析では、制度的拒否権プレイヤーとして小泉政権、

衆議院、参議院を設定しつつ、各プレイヤーの理想点

を一直線上に表し、各プレイヤーによる現状打開圏

の大きさ等が成立過程の中でどのように変化したの

かを以下のように説明している。当初、小泉政権が提

出した郵政民営化法案は、政権と衆議院の現状打開

圏内には存在していたが、参議院の現状打開圏内に

は存在していなかったため、参議院が拒否権を行使

し法案が否決された。その上、衆議院での再可決に必

要な 2/3 以上の特別多数決で可決される見込みのな

い位置に法案があったため、政権は衆議院解散・総選

挙を行った。この結果、与党が 2/3 以上の議席を確保

したため、参議院は拒否権プレイヤーの機能を失っ

た。また、郵政民営化に反対する参議院の結束力が弱

くなった、あるいは選挙の結果に影響され選好が政

権や衆議院寄りに変化したことで、法案が現状打開

圏に入りこんだため衆参両院で可決されたと結論付

けている。 
一方、ドイツの連立政権に関する分析では、2005 年

の連邦議会選挙の結果、党派的拒否権プレイヤーで

ある各政党が、議会での過半数を確保するために各

党間で新たな連立政権を樹立する過程について描か

れている。結果的に、キリスト教民主同盟/キリスト

教社会同盟（CDU/CSU）と社会民主党（SPD）とい

う対立していた二大政党による大連立政権が誕生す

ることとなったが、この現象を拒否権プレイヤー論

から次のように説明する。つまり、考えられる他の連

立政権の組合せと比べ、政権内の拒否権プレイヤー

が CDU/CSU と SPD の二つと少ない点、そしてイデ

オロギー距離が縮小した点から、政策安定性が低く

なり、その結果、理論が予測する「政権安定性の高ま

り」が実現できるような連立の組み合わせとなった

と合理的に説明できるとしている 20。 
次に寺迫（2012）では、州・地方レベルへの理論の

適用を試みるために、ドイツのバーデン・ヴュルテン

ベルク州における州都中央駅再開発プロジェクト

「シュトゥットガルト 21」について分析している。

当初、このプロジェクトの拒否権プレイヤーは、キリ

スト教民主同盟（CDU）中心の連立与党と事業者と

してのドイツ鉄道だったが、実施段階において、緑の

党や市民グループらが反対派として党派的拒否権プ

レイヤーとなり、更に、州議会選挙で緑の党が連立第

一党となると、理論上拒否権プレイヤーとされるレ

ファレンダム（州民投票）が実施されることとなった。

その結果、過半数でプロジェクトの中断案は否決さ

れ、プロジェクトは継続されることとなったのであ

る。この過程から、拒否権プレイヤーが増加していく

中で、結果的にプロジェクトを実施するという現状

維持からの政策変更が実現しないという政策安定性

の高さが示されたと指摘している。 
その後、拒否権プレイヤー論を適用した分析は、

様々な政策分野で行われるようになっていく。 
まず教育政策分野への適用事例として、村上（2011）

や阿内（2014）、広田（2014）が挙げられる。 
村上（2011）は、第 3 章「教育委員会制度改革をめ

ぐる政治過程」において、拒否権プレイヤー論を適用

した分析を行っている。そこでは、教育委員の公選制

から任命制への変更等が行われた1956年の地教行法

の成立、教育長の専任制、任期制、特別職化が企図さ

れた 1980 年代の地教行法改正とその廃案、そして教
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育長の任命承認制の廃止や文科大臣の措置要求権の

廃止、指導助言規定の見直し等が行われた 1990 年代

後半の地方分権改革という三つの教育委員会制度改

革に関する事例に基づき、「誰が影響力を持っていた

のか」、「改革はなぜ成功(失敗)したのか」という二つ

の問いの解明を試みる。そして、文部省と自治省とい

う二つの個別的・制度的拒否権プレイヤーを設定し、

三事例の政策過程を比較分析している。その結果、実

際に両者が同意しない限り制度改革が行われないと

いう点で、文部省を含む教育下位政府と、自治省を含

む地方自治下位政府がともに事実上の拒否権プレイ

ヤーであり、その影響力は同程度だということが実

証されたと説明する。また、改革の成否を分かつのは、

制度改革の際に文部省あるいは自治省が現状打開圏

内でアジェンダ設定を行えているか、つまり互いに

合意可能な改革案であるか否かという点と、制度改

革が分野横断的・包括的な改革の影響を受けている

か否かという二点にあることを指摘している。 
阿内（2014）は、茨城県旧総和町において、首長が

推進するティーム・ティーチングを目的とする非常

勤講師雇用政策の形成過程を分析し、政策導入の成

否を左右する政治状況について明らかにしている。

分析では、推進側の町長・教育委員会事務局と、対立

的な議会を政策導入における拒否権プレイヤーに設

定し、「政策導入の対象を何教科とするか」、そして

「非常勤講師を何名とするか」という二点について

妥協が図られていく政策形成過程を、インタビュー

調査や会議録を基に追跡している。町長・教育委員会

側の理想点は「4 教科＋国語の一部で 39 名雇用」だ

ったが、これは議会側の選好を満たしておらず現状

打開圏内に収まっていなかったため、議会が同意で

き、かつ町長側も妥協できる限界点である「中学校で

の 2 教科で 20 名雇用」で導入された。更に、町長側

はより理想点に近い小学校への拡大案の提案を模索

したが、教育委員会から PTA に、ティーム・ティー

チングの拡大を希望する要望書を議会側に提出する

よう働きかけたという「要望書問題」により議会が態

度を硬化させたことで、現状打開圏が縮小し、拡大案

を提案できなくなってしまったと結論付けている。 
広田（2014）は、第二次安倍政権下の教育改革の政

策決定過程を、拒否権プレイヤーの概念を用いて説

明している。今次の改革では、かつて拒否権プレイヤ

ーとして活動していた与党や各省庁等（教育政策で

は、自民党文教族や文科省）が官邸主導の改革に沈

黙・同調していると述べている。その結果、与党と内

閣とが足並みをそろえて新たな政策決定を行ってお

り、各省庁は大きな抵抗もせず、素案作りや決定に向

けて積極的に協力し、重大な政策変更が短期間で決

定されている状況を指摘している。そしてこの原因

について、政治資金規正法改正や、小選挙区制の導入、

内閣府の創設等の首相・内閣の機能強化といった「構

造的・制度的要因」と、世論からの高い支持や長期政

権化の見込み等の「一時的な要因」を挙げている。 
最後に、教育政策以外のより最近の適用事例とし

て、岡田（2015）と富崎（2019a）、富崎（2019b）を

紹介する。 
まず、岡田（2015）は、ボリビアで鉱山部門の国家

管理の強化を推進する政府が目指した新鉱業法の制

定が、なぜ予定より大幅に遅れたのかという問いの

解明を目的としている。まず、公式な政治制度の状況

を見れば、当時のモラレス大統領が圧倒的な支持を

得る一方、旧来の政党は影響力を失っていたがゆえ

に政策決定しやすい状況だったと説明している。一

方、法案への抵抗勢力となりうる、非制度的な拒否権

プレイヤーとしての利益団体の重要性を指摘してい

る。そして、利益団体のようなプレイヤーが存在する

場合に、それらが拒否権を行使する可能性の高い政

策決定過程の状況に関して次の四点を説明している。

すなわち、①政策アリーナだった法案の起草委員会

には、政府と主要な利益団体（国営企業を中心とした

労働組合、鉱山協同組合、民間鉱山）が参加していた

こと、②鉱山協同組合や鉱山労働組合はかなりの確

度で街頭での組織動員を行える限り、拒否権を行使

する蓋然性が高いこと、③②の場合、政府や国営企業

と鉱山協同組合との選好が大きく異なるほど、政策

決定は難しくなること、④政策内容や財政状況など

のコンテクストに応じて、政府や他の利益団体の政

策選好は変化しうること、という四点が想定されて

いる。その上で、今後の課題として、実際に新鉱業法

の成立過程を分析し、利益団体が拒否権を行使する

ものであったのかを確認すること等を挙げている。 
富崎（2019a）、富崎（2019b）は、民主党政権の政
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育長の任命承認制の廃止や文科大臣の措置要求権の

廃止、指導助言規定の見直し等が行われた 1990 年代

後半の地方分権改革という三つの教育委員会制度改

革に関する事例に基づき、「誰が影響力を持っていた

のか」、「改革はなぜ成功(失敗)したのか」という二つ

の問いの解明を試みる。そして、文部省と自治省とい

う二つの個別的・制度的拒否権プレイヤーを設定し、

三事例の政策過程を比較分析している。その結果、実

際に両者が同意しない限り制度改革が行われないと

いう点で、文部省を含む教育下位政府と、自治省を含

む地方自治下位政府がともに事実上の拒否権プレイ

ヤーであり、その影響力は同程度だということが実

証されたと説明する。また、改革の成否を分かつのは、

制度改革の際に文部省あるいは自治省が現状打開圏

内でアジェンダ設定を行えているか、つまり互いに

合意可能な改革案であるか否かという点と、制度改

革が分野横断的・包括的な改革の影響を受けている

か否かという二点にあることを指摘している。 
阿内（2014）は、茨城県旧総和町において、首長が

推進するティーム・ティーチングを目的とする非常

勤講師雇用政策の形成過程を分析し、政策導入の成

否を左右する政治状況について明らかにしている。

分析では、推進側の町長・教育委員会事務局と、対立

的な議会を政策導入における拒否権プレイヤーに設

定し、「政策導入の対象を何教科とするか」、そして

「非常勤講師を何名とするか」という二点について

妥協が図られていく政策形成過程を、インタビュー

調査や会議録を基に追跡している。町長・教育委員会

側の理想点は「4 教科＋国語の一部で 39 名雇用」だ

ったが、これは議会側の選好を満たしておらず現状

打開圏内に収まっていなかったため、議会が同意で

き、かつ町長側も妥協できる限界点である「中学校で

の 2 教科で 20 名雇用」で導入された。更に、町長側

はより理想点に近い小学校への拡大案の提案を模索

したが、教育委員会から PTA に、ティーム・ティー

チングの拡大を希望する要望書を議会側に提出する

よう働きかけたという「要望書問題」により議会が態

度を硬化させたことで、現状打開圏が縮小し、拡大案

を提案できなくなってしまったと結論付けている。 
広田（2014）は、第二次安倍政権下の教育改革の政

策決定過程を、拒否権プレイヤーの概念を用いて説

明している。今次の改革では、かつて拒否権プレイヤ

ーとして活動していた与党や各省庁等（教育政策で

は、自民党文教族や文科省）が官邸主導の改革に沈

黙・同調していると述べている。その結果、与党と内

閣とが足並みをそろえて新たな政策決定を行ってお

り、各省庁は大きな抵抗もせず、素案作りや決定に向

けて積極的に協力し、重大な政策変更が短期間で決

定されている状況を指摘している。そしてこの原因

について、政治資金規正法改正や、小選挙区制の導入、

内閣府の創設等の首相・内閣の機能強化といった「構

造的・制度的要因」と、世論からの高い支持や長期政

権化の見込み等の「一時的な要因」を挙げている。 
最後に、教育政策以外のより最近の適用事例とし

て、岡田（2015）と富崎（2019a）、富崎（2019b）を

紹介する。 
まず、岡田（2015）は、ボリビアで鉱山部門の国家

管理の強化を推進する政府が目指した新鉱業法の制

定が、なぜ予定より大幅に遅れたのかという問いの

解明を目的としている。まず、公式な政治制度の状況

を見れば、当時のモラレス大統領が圧倒的な支持を

得る一方、旧来の政党は影響力を失っていたがゆえ

に政策決定しやすい状況だったと説明している。一

方、法案への抵抗勢力となりうる、非制度的な拒否権

プレイヤーとしての利益団体の重要性を指摘してい

る。そして、利益団体のようなプレイヤーが存在する

場合に、それらが拒否権を行使する可能性の高い政

策決定過程の状況に関して次の四点を説明している。

すなわち、①政策アリーナだった法案の起草委員会

には、政府と主要な利益団体（国営企業を中心とした

労働組合、鉱山協同組合、民間鉱山）が参加していた

こと、②鉱山協同組合や鉱山労働組合はかなりの確

度で街頭での組織動員を行える限り、拒否権を行使

する蓋然性が高いこと、③②の場合、政府や国営企業

と鉱山協同組合との選好が大きく異なるほど、政策

決定は難しくなること、④政策内容や財政状況など

のコンテクストに応じて、政府や他の利益団体の政

策選好は変化しうること、という四点が想定されて

いる。その上で、今後の課題として、実際に新鉱業法

の成立過程を分析し、利益団体が拒否権を行使する

ものであったのかを確認すること等を挙げている。 
富崎（2019a）、富崎（2019b）は、民主党政権の政
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策決定に焦点を当て、そのうち鳩山政権におけるマ

ニフェスト実行の成否に関して、拒否権プレイヤー

を適用し解明を試みている。具体的には、鳩山政権の

政策決定過程で拒否権プレイヤーとなる可能性のあ

ったアクターとその活動内容とはどのようなものだ

ったのか、そして、実際にいかなるアクターが拒否権

プレイヤーだったのかを検証している。まず、鳩山政

権における政策決定過程の仮説モデルについて、①

新規政策を政策決定過程にのせる「議題設定主体」、

政策実現のため、新規政策を立案、調整、提案する「政

策推進主体」（中核的執政=コア・エグゼクティブ）、

政策推進主体の提案を受けて提案の拒否・受諾を選

択する「拒否権プレイヤー」という三つの主体と、②

「議題設定ステージ」、「政策提案ステージ」、「政策受

諾・決定ステージ」という三つのステージを提示する。

このうち拒否権プレイヤーになる可能性のある主体

として、「民主党議員」、「連立与党（社民党・国民新

党）」、「省庁官僚組織」、「政権幹部・党幹部」、「野党

（自民党・公明党等）」、「有力利益団体」が挙げられ

ている。その上で、実際の分析では、「子ども手当（実

現）」、「国家戦略局設置や公務員制度改革等の政治主

導関連法案（非実現）」、「事業仕分け等の行政刷新（実

現）」、「沖縄普天間基地移設（非実現）」の四つの政策

を取り上げている。そして、発言・行動の整理から各

アクターの理想点を直線上に表し、それぞれが政策

推進主体や拒否権プレイヤーとしてどのように行動

していたかを明らかする比較事例分析を行っている。

その結果、先行研究では検討が不足していた、官僚機

構が拒否権プレイヤーとして機能していた痕跡が観

察できた点を明らかにしている。そしてこの分析結

果から、官僚機構が組織的目標を持つ「自律性」と、

その実現や各組織の権限喪失を防ぐべく政治的に活

動する「政治性」を持つという、「政治的官僚制仮説」

を提示している 21。

 

拒否権プレイヤー論の政策過程の定性的分析へ

の適用における課題

先行研究の整理 

ここまで、政策過程の定性的分析に拒否権プレイ

ヤー論を適用した国内外の主な先行研究をレビュー

してきた。本節では、概観してきた先行研究における

主な分析方法・内容を簡潔に整理する。 
第一に、多くの先行研究が、「ある政策がなぜ転換

されたのか」、あるいは「なぜ改革に成功したのか」

という、「政策変化」の要因を説明するために拒否権

プレイヤー論を適用していることが分かる。一方、

「政策安定性」の要因の解明を主眼とした分析は比

較的少なく、「政策変化」を解明するための比較事例

として、政策が安定していたケースが分析対象とさ

れる傾向にあると言えよう。 
第二に、先行研究のほとんどが、「比較」の手法を

採用している。寺迫（2007）も、理論が比較分析にお

いて有効性を発揮することを指摘しており、多国間

比較や一国内における異なる政策間比較、同じ政策

の時系列比較、自治体間比較を例として挙げている

（寺迫 2007 pp.106-107）。本研究のレビューから、

政策過程の定性的分析においては多国間比較と時系

列比較が多く採用されていると言える。例えば、特定

の国の改革が成功した原因を考察するために、改革

が失敗した他国の事例も合わせて観察して成功要因

を明らかにするという国際比較分析が多く行われて

いる。具体的には、国ごとに異なる政策帰結が生じた

原因を、拒否権プレイヤーの数や選好といった諸要

素の違いにより説明するという「差異法 22」に基づい

た分析が主になされている。これは、本稿の冒頭でも

述べたように、大統領制と議院内閣制、あるいは連邦

制国家や単一国家等の政治体制の違いを超えて、包

括的に政策帰結を分析できる拒否権プレイヤー論の

メリットが生かされた結果だと考えられる。一方、時

系列に沿ってプレイヤーの数や選好といった諸要素

の変化を追跡したり、ある時点とある時点での諸要

素の状態を比較したりすることを通して、改革の成

否を説明する通時的な研究も複数見られた。以上の

ように、多国間比較、あるいは一国内における時系列

比較を通して、拒否権プレイヤーの諸要素を比較分

析することにより、政策転換の要因を体系的・理論的

に解明することに成功していると言えよう。 
第三に、政策過程分析の「過程追跡」に用いられる

資料やその実践方法として、山本は「文献資料の活用」

（各省庁による報道発表等の一次資料、新聞記事等

の二次資料、アクターの意図を知ることのできる文
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献資料等）、「インタビュー」、「フィールドワーク、参

与観察」を挙げている（山本 2014 pp.58-62）が、

本稿のレビューからは、主に「文献資料の活用」と「イ

ンタビュー」が用いられていることが分かる。特に、

議会等の議事録や新聞記事・雑誌におけるインタビ

ュー記事、インタビュー調査における発言は、プレイ

ヤーの選好を特定するために重要な手掛かりとなっ

ている場合が多いと言える。 
第四に、拒否権プレイヤーをより広く定義した上

で分析を行っている点が挙げられる。具体的には、理

論で主に対象とされている議会や大統領、首相、裁判

所等の制度的拒否権プレイヤーに加え、省庁や政党、

民間の利益団体、専門家団体、市民団体、教会といっ

た、必ずしも制度には規定されていない非公式のア

クターも、政策形成過程の中で実質的に拒否権を持

つプレイヤーとして分析対象とされていることが分

かる。このように、定量的分析では十分考慮に入れら

れていなかった非公式の拒否権プレイヤーの行動ま

で観察した過程追跡を行うことにより、政策過程の

メカニズムや政策帰結の原因のより深い理解が可能

となっている。 
 

政策過程の定性的分析への適用における課題 

以上整理してきた先行研究の内容も踏まえつつ、

拒否権プレイヤー論の政策過程の定性的分析への適

用において、以下の四点の課題が指摘できる。 
第一に、拒否権プレイヤーの選好と結束力を正確

かつ客観的に描けるかという点が挙げられる。先行

研究では、プレイヤーの数、選好、内部の結束力が大

きくなるほど政策安定性が高まるという命題を基に

分析が行われているものが多い。そのうち、プレイヤ

ーの数については、分析内でプレイヤーを定義しさ

えすれば数値による把握が可能であり、先行研究の

レビューからも、選好や結束力まで射程に含めた分

析に比べ数に着目した分析が多いと言える。一方、プ

レイヤーの選好に関しては、寺迫も指摘する通り、選

好が刻々と変化しているため事前の把握が難しく、

また、プレイヤー間の選好の距離も正確に描くこと

が困難である 23（寺迫 2007 p.106）。以上の難点は、

結束力の強弱を説明する際にも当てはまると言えよ

う。また、Ganghof (2003) も述べるように、特に定性

的分析では、記述の仕方次第で、選好の距離や結束力

の大小を政策帰結に合わせて説明できてしまうとい

う恣意的な分析に陥る危険性も持っている。 
こうした課題を克服するためには、まず、比較事例

分析を行うことが重要である。具体的には、前節でも

述べた通り、現在のプレイヤー間の選好の距離ある

いは内部の結束力は、政策帰結が異なった他国と比

べてどう違うのか、または過去のある時点と比べて

どう変化したのかという多国間比較や時系列比較が

挙げられる。ある特定の国や一時点という単一事例

におけるプレイヤーの選好や結束力の大小を説明す

るよりも、比較対象に基づいて選好と結束力の相違

や変化を詳細に過程追跡し、例えば図示する等して

明確に記述することができれば、単一事例分析より

も客観性や説得性が増すと考えられる。更に、定性的

分析においても選好の距離や結束力を数値化する試

みが重要である。レビューした先行研究の中では、ド

イツの各政党の選好やその距離を数値化して図示し

たBjörn & Braun (2009) が参考となる。定量的分析で

行われている数値化の方法も参考に分析することが

できれば、定性的分析においても選好や結束力の客

観性や正確性を一定程度担保することが可能となる

だろう。 
第二の課題として、分析の中で、いかなるアクター

を拒否権プレイヤーだと明確に定義できるのかとい

う点が挙げられる。Tsebelis が想定していたように、

議会や首相、大統領等の公式のアクターである制度

的拒否権プレイヤーであれば憲法上明記されており、

拒否権を行使して政策転換を阻止できる存在として

明確に拒否権プレイヤーであると定義できる。一方、

前述の通り、これまでの定性的分析では、非公式のプ

レイヤーを含め拒否権プレイヤーを広く定義してい

る。しかし、これは却って政策過程における様々なア

クターを拒否権プレイヤーとして無限定に定義する

ことにも繋がりかねない。それによって、例えば、分

析が複雑化したり、各プレイヤーは対等に拒否権を

行使できる関係性にあるのか 24 といった分析の妥当

性に問題が生じたりする可能性もある。こうした課

題に対処するためには、非公式のアクターまで拒否

権プレイヤーだと設定する際に、法律や慣習も含め

た公式・非公式の制度に基づき拒否権プレイヤーを

44
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献資料等）、「インタビュー」、「フィールドワーク、参

与観察」を挙げている（山本 2014 pp.58-62）が、

本稿のレビューからは、主に「文献資料の活用」と「イ

ンタビュー」が用いられていることが分かる。特に、

議会等の議事録や新聞記事・雑誌におけるインタビ

ュー記事、インタビュー調査における発言は、プレイ

ヤーの選好を特定するために重要な手掛かりとなっ

ている場合が多いと言える。 
第四に、拒否権プレイヤーをより広く定義した上

で分析を行っている点が挙げられる。具体的には、理

論で主に対象とされている議会や大統領、首相、裁判

所等の制度的拒否権プレイヤーに加え、省庁や政党、

民間の利益団体、専門家団体、市民団体、教会といっ

た、必ずしも制度には規定されていない非公式のア

クターも、政策形成過程の中で実質的に拒否権を持

つプレイヤーとして分析対象とされていることが分

かる。このように、定量的分析では十分考慮に入れら

れていなかった非公式の拒否権プレイヤーの行動ま

で観察した過程追跡を行うことにより、政策過程の

メカニズムや政策帰結の原因のより深い理解が可能

となっている。 
 

政策過程の定性的分析への適用における課題 

以上整理してきた先行研究の内容も踏まえつつ、

拒否権プレイヤー論の政策過程の定性的分析への適

用において、以下の四点の課題が指摘できる。 
第一に、拒否権プレイヤーの選好と結束力を正確

かつ客観的に描けるかという点が挙げられる。先行

研究では、プレイヤーの数、選好、内部の結束力が大

きくなるほど政策安定性が高まるという命題を基に

分析が行われているものが多い。そのうち、プレイヤ

ーの数については、分析内でプレイヤーを定義しさ

えすれば数値による把握が可能であり、先行研究の

レビューからも、選好や結束力まで射程に含めた分

析に比べ数に着目した分析が多いと言える。一方、プ

レイヤーの選好に関しては、寺迫も指摘する通り、選

好が刻々と変化しているため事前の把握が難しく、

また、プレイヤー間の選好の距離も正確に描くこと

が困難である 23（寺迫 2007 p.106）。以上の難点は、

結束力の強弱を説明する際にも当てはまると言えよ

う。また、Ganghof (2003) も述べるように、特に定性

的分析では、記述の仕方次第で、選好の距離や結束力

の大小を政策帰結に合わせて説明できてしまうとい

う恣意的な分析に陥る危険性も持っている。 
こうした課題を克服するためには、まず、比較事例

分析を行うことが重要である。具体的には、前節でも

述べた通り、現在のプレイヤー間の選好の距離ある

いは内部の結束力は、政策帰結が異なった他国と比

べてどう違うのか、または過去のある時点と比べて

どう変化したのかという多国間比較や時系列比較が

挙げられる。ある特定の国や一時点という単一事例

におけるプレイヤーの選好や結束力の大小を説明す

るよりも、比較対象に基づいて選好と結束力の相違

や変化を詳細に過程追跡し、例えば図示する等して

明確に記述することができれば、単一事例分析より

も客観性や説得性が増すと考えられる。更に、定性的

分析においても選好の距離や結束力を数値化する試

みが重要である。レビューした先行研究の中では、ド

イツの各政党の選好やその距離を数値化して図示し

たBjörn & Braun (2009) が参考となる。定量的分析で

行われている数値化の方法も参考に分析することが

できれば、定性的分析においても選好や結束力の客

観性や正確性を一定程度担保することが可能となる

だろう。 
第二の課題として、分析の中で、いかなるアクター

を拒否権プレイヤーだと明確に定義できるのかとい

う点が挙げられる。Tsebelis が想定していたように、

議会や首相、大統領等の公式のアクターである制度

的拒否権プレイヤーであれば憲法上明記されており、

拒否権を行使して政策転換を阻止できる存在として

明確に拒否権プレイヤーであると定義できる。一方、

前述の通り、これまでの定性的分析では、非公式のプ

レイヤーを含め拒否権プレイヤーを広く定義してい

る。しかし、これは却って政策過程における様々なア

クターを拒否権プレイヤーとして無限定に定義する

ことにも繋がりかねない。それによって、例えば、分

析が複雑化したり、各プレイヤーは対等に拒否権を

行使できる関係性にあるのか 24 といった分析の妥当

性に問題が生じたりする可能性もある。こうした課

題に対処するためには、非公式のアクターまで拒否

権プレイヤーだと設定する際に、法律や慣習も含め

た公式・非公式の制度に基づき拒否権プレイヤーを
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予め明確に定義した上で、プレイヤーを設定するこ

とが必要不可欠となる。 
第三の課題として、アジェンダ設定の段階まで分

析の射程に含める重要性が挙げられる。多くの先行

研究が、拒否権プレイヤーの数と選好、結束力を検討

した上で、政策帰結が異なった要因を主にそれらの

相違から説明している。しかし、数や選好等の諸要素

を確認した上で、プレイヤー間でいかなるアジェン

ダ設定が行われていたかというプロセスまで十分分

析できている研究は少ない 25。第 2 章でも述べた通

り、拒否権プレイヤー論では、プレイヤー同士のアジ

ェンダ設定に関する議論も重視されている。例えば、

政策変更が行われるためには、プレイヤーの数や選

好の距離、結束力が減少するだけではなく、あるプレ

イヤーが現状打開圏内、すなわち、自らも含めた各プ

レイヤーの許容範囲を見定めた上で、アジェンダを

設定したり改革案を提示したりすることが必要なの

であり、こうした点も検討することで改革の成否の

要因をより深く理解することができると考えられる。

このようなアジェンダ設定をめぐるプレイヤー間の

相互作用まで射程に入れて検討するためには、例え

ばBose (2010) や松浦（2016）が行っているようなゲ

ーム理論の視点を取り入れた分析が有用と言えよう。 
第四の課題として、より技術的な点となるが、各プ

レイヤーの選好を表す無差別曲線が変化した理由を

より詳細に検討する重要性が挙げられる。以下の図 2
をご覧いただきたい。 

 

図 2 で、A と B はある政策における拒否権プレイ

ヤーであり、SQ は現状の政策の位置、それぞれの無

差別曲線（円）の中心は各プレイヤーの理想点、また

無差別曲線の内側は、現状の政策よりもプレイヤー

が好ましい政策の集合を、それぞれ表している。そし

て、共通集合部分（図中の黒く塗りつぶされた部分）

は、現状の政策の代替案の集合である現状打開圏で

ある。さて、図 2 の状況①では比較的小さかった現

状打開圏が、状況②においては、プレイヤーB の選好

の範囲を表す無差別曲線が拡大したという変化に伴

い、現状打開圏も拡大していることが分かる。すなわ

ち、政策安定性が低下した（改革が実行されやすくな

った）ことを示している。 
ここで考察しなければならないのが、プレイヤーB

の選好の範囲を表す無差別曲線が拡大したという変

化の理由である。例えば、B が個別的拒否権プレイヤ

ーであれば、選好の範囲が広がった（代替政策案の許

容範囲が広がった）と解釈できる。一方、集団的拒否

権プレイヤーであれば、その点に加え、集団内の結束

力が弱くなると無差別曲線も拡大するという点まで

考えなければならない 26。すなわち、B が集団的拒否

権プレイヤーであれば、単に無差別曲線、すなわち許

容可能な代替政策案の範囲が拡大したという説明だ

けでは足りず、集団内部の結束力がどのように弱く

なったのかという点に関する分析も必要となると考

えられる。 
レビューした先行研究においても、こうしたプレ

イヤーの選好の変化を扱った分析が複数あるが、例

えばスイスの各政党の健康保険制度に関する政策選

好の変化を扱ったBjörn & Braun (2009) では、各政党

内部の結束力という点にまでは十分な分析が及んで

いない。また、ティーム・ティーチングに関する政策

導入の成否を分析した阿内（2014）では、議会が態度

を硬化させたことで議会の無差別曲線が縮小した結

果、現状からの政策転換が困難となったと指摘して

いるが、その縮小に関し、議会内部の結束力までは十

分に考察されているとは言えない。 
たしかに、一点目の課題で指摘した通り、集団内部

の結束力を正確かつ客観的に分析することには困難

な面も多い。しかし、内部の結束力まで分析すること

を通して、プレイヤー同士だけではなくプレイヤー

内部の政治的駆け引きも政策変化や政策安定性に影

響を与える点を指摘できる可能性があり、その意味
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で、政策過程についてのより踏み込んだ考察が可能

となるだろう 27。 
 
5. 結語 

 

本稿では、政策過程の定性的分析に拒否権プレイ

ヤー論を適用した国内外の主な先行研究をレビュー

してきた。 
そして、レビューを踏まえ、まず先行研究の分析方

法・内容を簡潔に整理した。具体的には、①多くの先

行研究が「政策変化」の要因の解明を主な目的として

いること、②主に「比較」の手法を採用していること、

そして、③「過程追跡」の資料やその実践方法として、

主に「文献資料の活用」と「インタビュー」が用いら

れていること、④非公式のアクターを含め拒否権プ

レイヤーの定義を広くとっていること、という四点

を説明した。その上で、政策過程の定性的分析に拒否

権プレイヤー論を適用する際の主な課題を指摘した。

具体的には、①拒否権プレイヤーの選好と結束力を

正確かつ客観的に描くこと、②拒否権プレイヤーを

明確に定義すること、③アジェンダ設定の段階まで

分析の射程に含めること、④各プレイヤーの選好を

表す無差別曲線が変化した理由をより詳細に検討す

ること、という四点に整理した。 
これまで見てきたように、拒否権プレイヤー論を

適用した政策過程の定性的分析により、様々なプレ

イヤーの数や選好、結束力、アジェンダ設定といった

観点から、プレイヤーの相互作用や政治的駆け引き

を過程追跡により綿密に検討し、政策転換や政策安

定性の原因を理論的・体系的に描き出すことが可能

となる。これは、特に 1980 年代以降、日本において

行政、福祉、労働、教育等の様々な政策分野での規制

緩和や自由競争を企図した改革が、「新自由主義」と

いったアイディアや、「政治主導」、「トップダウン型

政策決定」といった政策決定手法等の観点から一面

的に語られがちだった点を再検討する上でも有用な

分析視角となるだろう。 
以上を踏まえ、本稿で指摘した先行研究の内容や

それらの課題に留意しつつ、拒否権プレイヤー論を

適用した政策過程の定性的分析が今後より一層蓄積

されていくことを期待して、本稿の結びとしたい。 

 
註 

 
1 以上の先行研究については、橋野（2016）でも紹介

されている（橋野 2016 pp.63-68）。 
2 改めて定量的分析と定性的分析について、King, 
Keohane & Verba の説明（King, Keohane & Verba
1994=2004 p.2）を基に簡潔に整理しておく。前者は

統計的手法を用いており、ある現象の特定の側面を

数量的に測定し、一般的な記述を行ったり因果関係

の仮説を検証したりして、具体的な調査対象からの

抽象化を行う。一方、後者は、数量的な測定によらず、

少数事例に焦点を当て、聞き取り調査や歴史的資料

の詳細な調査に基づき、論証的な分析を行う。 
3 なお、政策過程分析の利点に関しては、それが政策

決定を改善する可能性を持つと言われている。例え

ば秋吉は、公共政策学における「in の知識」と「of の
知識」という観点から以下のように述べる。すなわち、

政策過程分析を意味する「of の知識」について、政策

の決定、実施、評価に際して、政策分析等によっても

たらされた「in の知識」が「どのように活用されてい

たのか、もしくは活用されなかったのかということ

に留意し」、そうした知識の「活用の様態に影響を及

ぼした要因について分析」することで「政策決定を改

善するための知識が提供される」と指摘している（秋

吉 2015 p.23）。 
4 こうした手法を「過程追跡」という。詳細は山本

（2014）の pp.54-67 を参照のこと。 
5 https://search.proquest.com/ 2020 年 8 月 1 日閲覧 
6 なお、川村（2012）や増原・鈴木（2014）も、この

先行研究をレビューしている。 
7 なお、MacIntyre (2001) を参照しながら、1997 年の

アジア通貨危機におけるアジア各国の経済政策を、

拒否権プレイヤーの数等に焦点を当て比較した分析

に St. Marie, Hansen & Tuman (2007) がある。 
8 以下では、ドイツの政治状況を扱った先行研究がい

くつか出てくる。ドイツの政党や政治体制を説明し

た日本語文献については、例えば荒井（2018）を参照

のこと。 
9 ドイツの議会は連邦議会と連邦参議院の二院制で

あり、そのうち連邦参議院は「各州の意向を連邦レベ
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で、政策過程についてのより踏み込んだ考察が可能

となるだろう 27。 
 
5. 結語 

 

本稿では、政策過程の定性的分析に拒否権プレイ

ヤー論を適用した国内外の主な先行研究をレビュー

してきた。 
そして、レビューを踏まえ、まず先行研究の分析方

法・内容を簡潔に整理した。具体的には、①多くの先

行研究が「政策変化」の要因の解明を主な目的として

いること、②主に「比較」の手法を採用していること、

そして、③「過程追跡」の資料やその実践方法として、

主に「文献資料の活用」と「インタビュー」が用いら

れていること、④非公式のアクターを含め拒否権プ

レイヤーの定義を広くとっていること、という四点

を説明した。その上で、政策過程の定性的分析に拒否

権プレイヤー論を適用する際の主な課題を指摘した。

具体的には、①拒否権プレイヤーの選好と結束力を

正確かつ客観的に描くこと、②拒否権プレイヤーを

明確に定義すること、③アジェンダ設定の段階まで

分析の射程に含めること、④各プレイヤーの選好を

表す無差別曲線が変化した理由をより詳細に検討す

ること、という四点に整理した。 
これまで見てきたように、拒否権プレイヤー論を

適用した政策過程の定性的分析により、様々なプレ

イヤーの数や選好、結束力、アジェンダ設定といった

観点から、プレイヤーの相互作用や政治的駆け引き

を過程追跡により綿密に検討し、政策転換や政策安

定性の原因を理論的・体系的に描き出すことが可能

となる。これは、特に 1980 年代以降、日本において

行政、福祉、労働、教育等の様々な政策分野での規制

緩和や自由競争を企図した改革が、「新自由主義」と

いったアイディアや、「政治主導」、「トップダウン型

政策決定」といった政策決定手法等の観点から一面

的に語られがちだった点を再検討する上でも有用な

分析視角となるだろう。 
以上を踏まえ、本稿で指摘した先行研究の内容や

それらの課題に留意しつつ、拒否権プレイヤー論を

適用した政策過程の定性的分析が今後より一層蓄積

されていくことを期待して、本稿の結びとしたい。 

 
註 

 
1 以上の先行研究については、橋野（2016）でも紹介

されている（橋野 2016 pp.63-68）。 
2 改めて定量的分析と定性的分析について、King, 
Keohane & Verba の説明（King, Keohane & Verba
1994=2004 p.2）を基に簡潔に整理しておく。前者は

統計的手法を用いており、ある現象の特定の側面を

数量的に測定し、一般的な記述を行ったり因果関係

の仮説を検証したりして、具体的な調査対象からの

抽象化を行う。一方、後者は、数量的な測定によらず、

少数事例に焦点を当て、聞き取り調査や歴史的資料

の詳細な調査に基づき、論証的な分析を行う。 
3 なお、政策過程分析の利点に関しては、それが政策

決定を改善する可能性を持つと言われている。例え

ば秋吉は、公共政策学における「in の知識」と「of の
知識」という観点から以下のように述べる。すなわち、

政策過程分析を意味する「of の知識」について、政策

の決定、実施、評価に際して、政策分析等によっても

たらされた「in の知識」が「どのように活用されてい

たのか、もしくは活用されなかったのかということ

に留意し」、そうした知識の「活用の様態に影響を及

ぼした要因について分析」することで「政策決定を改

善するための知識が提供される」と指摘している（秋

吉 2015 p.23）。 
4 こうした手法を「過程追跡」という。詳細は山本

（2014）の pp.54-67 を参照のこと。 
5 https://search.proquest.com/ 2020 年 8 月 1 日閲覧 
6 なお、川村（2012）や増原・鈴木（2014）も、この

先行研究をレビューしている。 
7 なお、MacIntyre (2001) を参照しながら、1997 年の

アジア通貨危機におけるアジア各国の経済政策を、

拒否権プレイヤーの数等に焦点を当て比較した分析

に St. Marie, Hansen & Tuman (2007) がある。 
8 以下では、ドイツの政治状況を扱った先行研究がい

くつか出てくる。ドイツの政党や政治体制を説明し

た日本語文献については、例えば荒井（2018）を参照

のこと。 
9 ドイツの議会は連邦議会と連邦参議院の二院制で

あり、そのうち連邦参議院は「各州の意向を連邦レベ
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ルの政治過程に反映させるための機関」であり、各州

政府の代表者 69 名から構成されている（荒井 2018
pp.170-171）。 
10この原因について Zohlnhöfer は、Tsebelis が結束力

に関して多数決制を想定していた一方、CDU の合意

形成には全会一致が必要だった（政策変更にはCDU
内の各派の賛成が必要だった）という違いがこの結

果を招いたと説明している。ただ、全会一致だからこ

そ強い結束力が必要だったのであり、その点で改革

が進みづらかった（=現状維持が選択され政策が安定

しやすかった）という解釈も可能であり、このように

考えれば、拒否権プレイヤー論の結束力に関する命

題と矛盾しないとも考えられる。 
11 なお、政策過程分析ではないが、紛争に関わって、

拒否権プレイヤー論から内戦の終結過程を定量的・

定性的に考察した研究にCunningham (2011) がある。 
12 なお、Rasch & Tsebelis (Eds.) (2011) は、日本やドイ

ツ、イギリス、フランス等を含む 14 カ国の各政府の

アジェンダ設定力に関して、主に定性的分析を行っ

ているが、この文献は既に寺迫（2012）の pp.91-93 で

も紹介されているため参照のこと。 
13 Fink (2009) も踏まえつつ、Schmitt, Euchner & Preidel 
(2013) は、イタリアとスペインというカトリックが

根付いている両国における売春と同性婚の規制に関

する政策過程について、社会的拒否権プレイヤーま

で視野に入れて分析している。 
14拒否権プレイヤーの概念を用いつつ、ゲーム理論に

より特定秘密保護法案の立法過程を分析した国内の

研究として松浦（2016）も挙げられる。 
15 https://ci.nii.ac.jp/ 2020 年 8 月 1 日 閲覧 
16 https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja/ 2020 年 8
月 1 日 閲覧 
17 https://www.google.co.jp/ 2020 年 8 月 1 日 閲覧 
18なお、小野論文ではこの他に、現代ドイツ政治に理

論を適用した分析を概観しているが、本稿の趣旨と

異なるので説明は省略する。 
19 なお内山（2010）も、同様の理論枠組みを用いて、

首相のリーダーシップ等に焦点を当て日本政治の政

策決定のパターンに関する考察を行っている。 
20 König (2006) も、この選挙後の連立政権における政

策変化について、マニフェストを用いて各政党の現

状打開圏を図示しながらその可能性について考察し

ている。 
21 なお以上の先行研究の他に、川人（2004）や新田

（2007）、新田（2008）、川中（2012）、岡本（2015）、
原田（2015）、鎮目（2016）、丸山（2016）、松浦（2017）
等も挙げられるが、いずれも拒否権プレイヤーとい

う概念が用いられているに過ぎない、あるいは分析

における主要な分析枠組みとしてツェベリスの理論

枠組みが適用されているわけではないため、本稿で

は説明を割愛する。 
22差異法に関する詳細は、久米（2013）や加藤（2014）
を参照のこと。 
23なお、小野も、拒否権プレイヤーの選好をどう把握

し測定するかという問題を、Ganghof の論考を参考に

指摘している（小野 2007 pp.169-170）。 
24例えば、あるアクターは改革に反対できるが、実際

には拒否権を行使して改革を阻止できるほどの権限

を持っていない場合があり、そうしたアクターまで

も拒否権プレイヤーであると定義してしまうといっ

た問題点が指摘できる。 
25この点について、レビューしたLeuffen (2009) やLin 
(2011) 、村上（2011）ではアジェンダ設定の成否が検

討されているが、逆に拒否権プレイヤーの数、選好、

結束力等に関する考察が十分ではない。 
26 この点について寺迫は以下のように説明している

（寺迫 2007 pp.90-92）。まず、個別的拒否権プレイ

ヤーの理想とする政策は「点」で表されているのに対

し、集団的拒否権プレイヤーの場合は、理想とする政

策が一定程度の範囲を持った集合（これを「ヨーク」

と呼ぶ）で表されるため、その分、個別的拒否権プレ

イヤーと比べ無差別曲線も大きくなる。そして、集団

的拒否権プレイヤーの結束力が弱くなるにつれ、ヨ

ークも拡大し、無差別曲線が拡大するのである。この

点についての詳細な説明は、Tsebelis (2002=2009) の
第 2 章を参照のこと。 
27 以上の点につき、先行研究のレビューで紹介した

Ike (2020) も事例分析の結果の含意として同様の指

摘をしている。例えば急激な政策変化の説明におい

て、集団的拒否権プレイヤー内部の弱い結束力によ

って、プレイヤー間、あるいはプレイヤー内の各アク

ターが妥協する可能性が高まる点を指摘できるので
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はないかと述べている。 
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はないかと述べている。 
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